
E S G の 推 進
環境、社会、ガバナンスの各分野で、
成長を支える取り組みをさらに推進しています。

■ 環境への取り組み P38ー47

■ ステークホルダーとの関わり P48ー63

■ コーポレート・ガバナンス P64ー83
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環境への取り組み

グローバル環境宣言 環境への意識啓発と教育の充実

「2050年にめざす姿」と環境取り組みプラン

環境マネジメント体制

　当社は、「企業活動を通じて住みよい地球と豊かな社会づく
りに取り組むとともに、クリーンで安全な優れた品質の商品を
提供する」を基本理念の一つとして定めています。この理念に
基づき、環境面での具体的な行動指針を示した「グローバル
環境宣言」を定め、豊田自動織機グループ全体で共有し、実践
しています。
　「環境マネジメントの推進」を土台として、「脱炭素社会の
構築」、「循環型社会の構築」、「環境リスク低減と自然共生社
会の構築」を4つの柱とした環境経営により、「地球と調和し
た豊かな暮らし」の実現に、当社グループ一丸となって貢献
していきます。

環境意識啓発
　当社は、毎年6月を「環境月間」として定め、従業員やその
家族の環境保全についての関心と理解を深め、環境に関する
行動の実践につながるようなきっかけをつくるためにさまざま
な取り組みを行っています。
　2023年度は、新たな取り組みとして、過去に発生してしまっ
た環境異常やヒヤリの事例の中で特に発生しやすいものを
題材に作業時の注意ポイントを明確にしたAP＊1カードを
作成しました。これを社内に展開し、従業員一人ひとりに環境
異常・ヒヤリの未然防止を意識するように促しました。
＊1 ： AP＝Accident Patternの略

　当社は、「グローバル環境宣言」で掲げた4つの柱について、
将来の社会を見据えて環境への取り組みを加速していくため
に「2050年にめざす姿」を策定しています。そのマイルストー
ンとして、５ヵ年の活動計画である「環境取り組みプラン」を策
定し、実現に向けて当社グループ一丸となって力強く活動を
推進しています。
　第七次環境取り組みプラン（2021～2025年度）では、4つ
の柱に対してそれぞれ取り組み方針と実施事項を掲げ、目標値
を設定しグローバルで取り組みを進めています。2023年度は
2025年度の目標に対し、すべての項目で順調に推移しました。

　当社は、経営層の意思決定を迅速に業務へ反映できるよ
う、社長をトップとした全社環境マネジメントシステムを構築
しています。これにより、当社の経営体制と一致した環境
マネジメント体制をベースに環境面におけるガバナンスを
強化し、製品開発、生産活動に伴う環境負荷低減の推進を
はかっています。

地球と調和した豊かな暮らしの実現をめざして

環境マネジメント

循環型社会
脱炭素社会

環境リスク低減
自然共生社会

「グローバル環境宣言」のイメージ

第七次
環境取り組みプラン
詳細へリンク

 2050年にめざす姿
❶ 脱炭素社会の構築
　 ➡ グローバルでのCO2ゼロ社会への挑戦
❷ 循環型社会の構築
　 ➡ 資源使用量のミニマム化への挑戦
❸ 環境リスク低減と自然共生社会の構築
　 ➡ 生物多様性にプラスの影響をもたらす
❹ 環境マネジメントの推進
　 ➡ 連結マネジメントの強化と意識啓発活動の推進

環境マネジメントの推進

製品環境会議

生産環境会議

専門会議

工場別環境保全組織

取締役社長

環境統括管理者

環境委員会

事業部推進会議

内部監査組織

内部監査責任者

本社機能 事業部

連結子会社に対する省エネ教育
　当社は、脱炭素社会の実現のために、連結子会社とも連携
してCO2排出量削減に取り組む必要性があると認識してい
ます。2023年度にはその一環として、連結子会社に対する
省エネ教育を実施しました。
　教育は座学と実践の両面で行い、座学では、日常改善の
考え方や具体策の紹介を通して「気づき」を促すことをねらい
としました。現場での実践教育では、省エネの課題の一つ
であるエアー漏れに焦点を当て、エアー漏れ可視化カメラを
使って省エネ活動の方法を体感してもらいました。また、
エアー漏れ防止の効果を試算し、その活動の重要性を認識
することで持続的な活動推進の助けとなるような働きかけ
を行いました。 エアー漏れ可視化カメラの体験

環境教育
　当社は、職種や役職ごとに必要とされる環境に対する知識・
能力に合わせた教育プログラムを実施しています。階層別
教育、環境マネジメント概論、環境監査概論、製品環境対応
教育など、さまざまな教育により会社全体における環境への
取り組みのレベルアップをはかっています。
　また、各事業部の環境担当部門に対しては、知識や意識の
向上を目指し、環境関連の法令勉強会を定期的に実施して
います。

定期勉強会

APカード

環境マネジメントの推進
「2050年にめざす姿」の達成に向け、グローバルに活動を展開しています。

環境への取り組み
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環境への取り組み

ISO14001の認証取得
　環境に関する取り組みをより効率的に、かつ体系的に進め
ていくために、当社および連結子会社では、環境マネジ
メントシステムの国際規格であるISO14001認証の取得を
進めています。

法令遵守状況
　当社は、環境法令違反の未然防止をはかるため、法令違
反につながる可能性のあるヒヤリ事例についての再発防
止対策や工場の環境リスク点検などを行っています。
　2023年度は、国内連結子会社にて、水質関連の法令違反

国内関係会社環境連絡会の実施
　当社は、国内関係会社との環境連絡会を定期的に開催
し、法改正情報や各社の取り組み事例の共有などを行っ
ています。
　2023年度の連絡会では、環境法令の遵守を重点テーマ
とし、グループディスカッションを通じて各社の法令遵守に
向けた対応状況と課題を共有するとともに、対応策につい
て議論しました。
　従来は年に1回開催していましたが、グループ内で発生
した環境異常を受け、関係会社での類似事例の発生を未然
に防止するため臨時の連絡会も開催しました。
　今後もグループ内の活発なコミュニケーションをはかる
とともに、迅速・的確な情報共有を行うことで、グループ全体

土壌・地下水汚染対策
　当社は、トリクロロエチレンなど過去に使用していた有害物
質による土壌・地下水汚染の調査と浄化に取り組んでいます。
さらに、土壌汚染対策法での対象物質および油脂類による

第三者検証の実施
　エネルギー起源CO2排出量や廃棄物排出量、取水量と排水
量のデータの信頼性向上のため、当社は、第三者検証を受審
しています。第三者検証を有効に活用し、継続的な改善を
進めるとともに、より信頼性・透明性の高いデータをステーク
ホルダーの皆様に開示していきます。

　当社グループでは、環境法令違反による生産停止などの
罰則が課せられた場合、当社製品の供給やサプライチェーン
への影響に直結するリスクがあると認識しています。このた
めグループ全体での環境法令の確実な遵守につながる
よう、生産子会社の環境リスクを定期的に評価しています。
　従来の評価では、海外の生産子会社を対象に、各地域に
おける法令の内容や各社が立地する周辺の環境、設備や
生産工程を中心とした事業特性や管理体制などに基づいて
法令違反の発生可能性を評価していました。
　2023年度は国内の生産子会社を対象に追加するととも

連結子会社における環境リスク評価の実施

ISO認証取得状況
へリンク

が1件、海外連結子会社にて大気関連の法令違反が2件あり
ましたが、当局の指示に従い適切な処置を完了し、再発防止
を徹底しています。

汚染の未然防止として、地下水の定期測定を行っています。
測定結果は定期的に行政に報告するとともに、地域住民の
方々に対して懇談会を開催し、説明を行っています。

に、環境法令の改正や行政による調査の状況などを項目に
加え、評価内容を充実させました。その結果、法改正が頻繁
に行われている地域が存在することが新たにわかりました。
そうした地域の生産子会社については、積極的な情報収集
を行いながら、関連する拠点・部署が連携して法令遵守の
対応に努めています。
　今後も当社グループの環境リスクを把握し、各社に合った
対応を行うことでグループ全体のリスク低減をはかって
いきます。

第三者検証
意見書
へリンク

パフォーマンス
データ（環境編）
へリンク

環境マネジメントの推進 ⁄ 脱炭素社会の構築

国内関係会社環境連絡会

第三者検証

連結マネジメントの強化、推進

環境監査
　当社は、第三者機関による外部審査と、社内での内部監査
を毎年実施しています。2023年度の外部審査では不適合
はありませんでしたが、将来的に不適合となる可能性がある
と判断された事項に対する改善を進めるとともに、他工場へ
内容を展開しています。
　内部監査については、重点監査項目として「環境法令遵守

の管理」、「環境方針の取り組みと力量の管理」などを設定し、
リスクの高い部署や変化点のあった部署などを監査対象に
選定して実施しました。監査では、本質的な議論を通じ、多くの
提案がなされ、環境マネジメントシステムの改善をはかる
ことができました。

脱炭素社会の構築
地球温暖化防止への貢献を最優先課題として位置づけ、製品使用時のCO2排出量と事業所の活動全般における

エネルギー使用量を削減し、サプライチェーン全体におけるCO2排出量の最小化を目指しています。

　当社は、地球温暖化への対応は、単なるリスクではなく、技術を活かした商品力での差別化および環境に配慮
した生産活動の両面で、事業を行う上での「機会」であると認識しています。
　そうした中、当社は環境における「2050年にめざす姿」の中で「グローバルでのCO2ゼロ」を掲げ、さまざまな分野
での取り組みを進めています。製品開発では、コンプレッサーなどの電動化やエンジンの省燃費化など、各事業で製品
の環境性能向上をはかっています。また、生産活動では、「徹底した省エネ活動の推進」、「再生可能エネルギー（以下、
再エネ）・水素の活用」を柱として活動しています。具体的な取り組みとしては、生産工程におけるロスを徹底的に省き、
エネルギーの利用効率を向上させた上で、太陽光などの再エネの導入や水素の有効活用を行っています。

取り組みの考え方

の法令に対する意識および知識の向上、ならびに環境対応
のレベルアップに努めていきます。
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環境への取り組み

土地に約2,500枚の太陽光パネルの設置が完了し、2024年
4月から稼働を開始しました。
　この取り組みにより、年間約1,700MWhの発電が可能と
なり、CO2排出量は年間約1,500トンの削減が見込まれます。

脱炭素社会の構築

蓄熱槽 空調システム

生産順序見直し前

生産順序見直し後

1回目 2回目

1回目 2回目

設置した太陽光パネル

TCFD提言への賛同と情報開示

事例 : エアコンプレッサーの排熱利用による省エネ

事例 : 生産順序の見直しによるエネルギー消費量の低減

　当社は2019年12月にTCFD＊2提言への賛同を表明しま
した。気候変動に関するリスクと機会を重要な経営課題と
認識しており、CSR重要課題（マテリアリティ）の１つと
して取り組みを進めています。2021年11月には、シナリオ
分析を実施し、TCFDが推奨する開示項目である「ガバナ
ンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」について情報開示

　スウェーデンの 産 業 車 両 生 産 子 会 社であるToyota 
Material Handling Manufacturing Sweden AB

（TMHMS）ではエネルギーの有効利用による省エネに取り
組んでいます。
　従来、同社は従業員の手洗いやシャワー用の温水をつくる
ために地域の熱供給会社から購入した熱エネルギーを使用
していました。そこで、生産工程でエアーを供給するための
コンプレッサーから発生する排熱に着目し、その排熱を活用
することで温水生成用のエネルギー使用量を減らす取り組
みを開始しました。
　エアコンプレッサーからの排熱を回収するために熱回収
設備や蓄熱槽を導入することで、温水の需要がない時間帯

　北米のフォークリフト用カウンターウェイト生産子会社であ
るNorth Vernon Industry Corp.（NVIC）は、生産工程の中
でもエネルギー使用量が特に多い加熱設備に着目し、積極的
な省エネ活動を推進しています。
　同社は、製造過程において工業炉による溶湯加熱のエネル
ギー使用量が多い点を課題の1つと認識していました。その
ため、2023年度は溶湯の加熱回数の削減によるエネルギー
使用量低減に取り組みました。
　従来は、溶湯を1回加熱するごとに3つの金型に注湯しており、
1日平均で36回溶湯を加熱していました。これに対し、加熱
する際の金型数を3つに固定せず、溶湯の供給可能容量に
合わせて金型数を変動させることで溶湯回数を削減できる
と考えました。
　生産管理部門の協力のもと生産順序を最適化し、1回の

を行いました。
＊2 ： TCFDとはTask Force on Climate-related Financial Disclosuresの略で、
　　 G20からの要請に基づき、2015年に金融安定理事会により気候関連の情報開示
　   および金融機関の対応をどのように行うかを検討するため設立されたタスクフォース

TCFDに基づく
開示内容へリンク

加熱で平均3.3個の金型に注湯できるようになりました。
　これにより、加熱回数を1日平均で33回まで削減すること
が可能となり、CO2排出量を年間約1,938トン低減することが
できました。

事例 : 工場遊休地への太陽光発電機の導入
　当社は、各拠点の所在する国や地域の特性を考慮して、
グループ全体で再エネの導入を進めています。
　アメリカの 産 業 用 車 両 の 生 産 子 会 社であるToyota 
Material Handling, Inc.（TMH）はこれまでも生産工程に
おける徹底した省エネ活動や再エネ電力証書の購入など
積極的に活動を進めていましたが、自社敷地内における再
エネ利用の取り組みは未実施でした。
　TMHの敷地内の部品倉庫では、従来、地域の電力会社か
ら供給される非再エネ由来の電力を使用していました。同社
はこれを再エネ電力に置き換えができないか検討を開始し、
部品倉庫に隣接する遊休地が太陽光パネルの設置に適切な
広さであることに着目し、この土地に太陽光発電システムを
導入することを決定しました。2023年12月、約1万㎡の

供給可能容量に合わせて金型数を変動

事例 : 廃液処理の蒸気使用工程廃止によるCO2削減
　コンプレッサーの生産拠点である刈谷工場(愛知県)では、
2つの工場建屋をカーボンニュートラルのモデル工場に選
定し、CO2排出量の削減に取り組んでいます。
　カーボンニュートラルの実現には、都市ガスの削減が不可
欠ですが、そのためには、都市ガスを使用して電気と蒸気を
生成するコジェネレーションシステム(以下、コジェネ)を
廃止する必要がありました。しかし、その場合、コジェネから
生成される蒸気を使用する設備が使えなくなるため、まずは
工場の蒸気レス化の取り組みを開始しました。
　2023年度は2つの建屋のうち、1つで蒸気レス化を行いま
した。生産工程から排出された廃液の量を低減するために、
これまでは蒸気を使って廃液を加熱し、水分を蒸発させる
濃縮装置を使用していました。そこで、電気を動力とするろ過
膜を用いた膜処理装置の採用により、蒸気を使うことなく
廃液を効率的にろ過し、濃縮することが可能となりました。
また、排水処理により発生する汚泥は、脱水した後、さらに水分
を減らすために蒸気を熱源とする乾燥機を用いて減量してい
ました。今回、脱水機で使用する薬品量の最適化により脱水後
の汚泥量を削減することで、乾燥工程を廃止でき、蒸気の使用
が不要となりました。これらの取り組みにより、同建屋におい
て蒸気レス化を達成したことで、蒸気の配管送気ロスも削減さ
れたため、年間CO2排出量を約633トン低減するとともに、
コジェネを廃止することができました。今後はこのような蒸
気設備について膜処理装置と同様に電動化技術を採用する

排水
処理場

ろ過膜
1次 2次

電気

ポンプ

工程廃液

地下ピット
濃縮廃液 汚泥

P 河川放流

処理
業者へ

膜処理装置導入後の廃液処理フロー

でも熱を貯めておくことが可能になり、無駄なく熱を利用で
きるようにしました。また、蓄熱槽が満杯となった際には暖房
用の熱源として使用できるように工場全体の空調システムを
改善しました。
　この取り組みにより、熱供給会社から購入する熱エネル
ギー消費量を年間約185MWh削減することができました。

　今回の取り組みで重要な点は、将来の蒸気使用計
画の整理を通して蒸気ロスの多い工程を特定したこと
でした。そして複数部署の協力のもと、従来の方法に
とらわれず、思い切って膜処理装置の導入や排水処理
場の乾燥工程の廃止を実施したことで、カーボンニュー
トラル工場の実現へ近づくことができました。残りの
建屋の蒸気レス化も早期に実現し、さらなるCO2削減
を目指していきます。

左）コンプレッサ事業部
生産技術部企画室総括G
渡邉 浩章  主担当

中）PE部動力室第一課刈谷動力
小山 大樹  班長

右）コンプレッサ事業部
安全・総務部環境室刈谷環境G
杉本 孝
2024年3月31日現在

など、蒸気レス化を進めていく考えです。
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環境への取り組み

排水タンク 再利用低温蒸留

生物処理

濃縮廃液

処理
業者へ

RO膜処理装置

事例 : クーラントの再利用による廃棄物削減

循環型社会の構築

クーラント回収フロー

循環型社会の構築
循環型社会を構築するため、廃棄物の削減やリサイクルの推進、水資源使用量や水資源への

環境負荷の最小化を目指しています。

　世界的な人口増加や経済成長による大量消費が継続した場合、資源はいずれ枯渇してしまいます。当社では、資源を
有効に利用するための3R＊3設計の推進や、廃棄物を資源として再利用することが重要だと考えています。そこで当社は、

「2050年にめざす姿」の中で、「資源使用量のミニマム化」を掲げ、製品開発では、部品の長寿命化や小型化、軽量化
など、さまざまな取り組みを進めています。また、生産活動では、「源流対策による資源使用量の削減」、「工場内で可能な
限り資源を循環」、「最先端技術で廃棄物を削減」を柱として活動を行っています。
＊3 ： リデュース、リユース、リサイクル

廃棄物 取り組みの考え方

　以前この工程を担当していた頃は、スラッジに含まれる
クーラントだけを吸い上げて再利用しようとは思いつきも
しませんでした。職場が変わり、環境関連の仕事をしてい
く中で廃棄物に対する意識や知識が備わったことで、今回
の改善に至ることができました。また、今まで当たり前だ
と思っていた中にもまだまだ減らせる廃棄物はあるんだ
なということを学びました。これからもさまざまな視点で
排出量を減らす活動をしていきたいと思っています。

コンプレッサ事業部
製造第三部　東浦機械課
安全環境・総括G
川田 健太朗
2024年3月31日現在

ドレン

タンクへ
クーラント回収容器

クーラント リキッドコレクター

研磨スラッジ回収容器

クーラント 研磨スラッジ

事例 : スキッドの統一による資源使用量低減
　インドの繊維機械生産子会社であるKirloskar Toyota 
Textile Machinery Pvt. Ltd. (KTTM)では、資源使用
量のミニマム化を意識した生産活動を進めています。
　同社では製品出荷時のフォークリフトによる荷物・運搬

作業を容易にするためのパレットの一種であるスキッドを
利用しており、海外向けには金属製、国内向けには木製の
スキッドを形状や大きさによりそれぞれ4種ずつ計8種類
使い分けていました。

利用は地下水位の低下や井戸設置による自然環境への影響
につながる懸念がありました。そこで同社は、雨水池の能力
を増強し、従来容量が600kLあった池を1,250kLまで拡張し
ました。その結果、生産に必要な水は雨水でまかなうことが
可能となり、地
域の水資源へ
の依存度を低
減することが
できました。

キッドを新たに設計し
採用することにしまし
た。また、これまで再
利用できない木製の
スキッドで納品していた国内のお客様にも金属製スキッド
を使っていただくことで、資源使用量の低減につなげる
ことができました。その結果、木製スキッドを廃止し、木材
使用量を年間約13.7トン削減することができました。

新しく設計した金属製スキッド

排水処理フロー

事例 : 排水リサイクルによる生産工程排水ゼロの達成
　中国のコンプレッサー生産子会社である豊田工業電装空
調圧縮機(昆山)有限公司（TACK)は電動コンプレッサーの
生産能力増強のために新工場を建設し、2023年7月に竣工
しました。新工場では法令遵守と環境負荷低減のためさまざ
まな環境対策を実施しており、その一環として水資源の有効
利用に取り組んでいます。
　同工場は、排水浄化システムを導入しており、工程からの排
水の種類に応じて生物処理や低温蒸留処理を行っています。
その後、RO(逆浸透)膜処理により浄化した上で工程にて再利
用することで、生産工程からの排水ゼロを実現しています。

　また、水道水の不純物を除去するためにRO膜処理を行っ
ており、その際に発生する排水を冷却塔の補給水として再利
用することで、補給水使用量の削減に役立てています。
　これらの対応により、年間では水使用量を約16,930m3削
減できる見込みです。また、この取り組みは水資源の使用量
削減の他に、工程排水の流出による地域の環境汚染リスク
低減にもつながっています。

　水は地球上すべての生命の源であり、他に代替することのできない貴重な資源です。気候変動に伴う干ばつや、
洪水などの自然災害による影響、世界的な人口増加による飲み水や農業用水などの水不足は、年々顕著になって
います。当社は、製品洗浄や塗装など多くの工程で水を利用しており、気候変動や人口増加による水需給の
逼迫は事業活動にとって大きなリスクであると考えています。
　そこで当社は、「水資源への環境負荷ミニマム化」を目標として掲げ、各国・各地域の水のイン・アウト情報を把握し、
水のリサイクルや取水量の低減活動に取り組んでいます。

水資源 取り組みの考え方

　木製スキッドは組み立てる際に不良が発生しやすく、金属製
スキッドと比べ再利用も困難なことから、資源使用量が多い
状態にありました。また、スキッドを複数種類保管するため
のスペース確保が問題になっていたため、8種類あるスキッド
を金属製の1種類に統一できないか検討を始めました。
　検討の結果、既存のスキッドではコンテナへの積載効
率面や構造上の問題で統一が難しいことがわかり、海外
輸出と国内出荷両方で使用可能な汎用性のある金属製ス

拡張前の池 拡張後の池

事例 : 雨水利用量増加による地域の水資源依存度の低減
　インドの繊維機械生産子会社であるKirloskar Toyota 
Textile Machinery Pvt. Ltd. (KTTM)では、地域の水資源
環境に配慮した生産活動を推進しています。
　同社は従来から、地域の水資源への依存度を下げること
を目的に工場内にため池を設置して雨水を貯留し、その水を
生産工程で使用していました。しかし、雨水だけでは生産に
おける水需要を満たすことができないため、地域の水供給事
業者から水を購入することでまかなっていました。しかし、
供給される水は地下水を汲み上げたものであり、継続的な

　コンプレッサーの生産拠点である東浦工場（愛知県）では、
廃棄物排出量削減に積極的に取り組んでいます。
　同工場は、コンプレッサー部品を製造するために部品研磨
をしており、その際に研磨カスやクーラント（熱損傷や摩耗
を減少させるために用いられる冷却液）が混ざった研磨ス
ラッジと呼ばれる汚泥が多く発生していました。回収容器に
排出される研磨スラッジの中身を調査したところ、クーラント
が大量に含まれており、その量は約1.4kg/hにのぼることが
判明しました。そこで、クーラントの排出を抑えることで、
研磨スラッジを減らせないかと考え、取り組みを開始しました。
　まず、研磨スラッジからクーラントだけを回収するため、
研磨スラッジ回収容器にクーラント排出用ドレンとクーラ
ント回収容器を追加しました。その上で、クーラント回収
容器に液体を回収するリキッドコレクターを設け、これまで
研磨スラッジと一緒に廃棄していたクーラントをタンクへ
戻すことでクーラントの再利用を可能にしました。この
リキッドコレクターは既設の設備で使われているクーラント
供給ポンプを動力としているため、吸い上げるためのエアー
などのエネルギーは不要であり、CO2排出量を増やすこと
なく廃棄物の低減を実現しました。この対策により、月間
廃棄物量を約1.2トン低減させることができました。
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環境への取り組み

生物多様性保全に関する従業員の理解浸透の取り組み

事例 : 中国生産子会社におけるVOC対策の推進

　当社は、すべての従業員が生物多様性保全に対する理解
を深め、一人ひとりが自発的に取り組めるように生物多様性
の保全活動に参加する機会を提供しています。
　例えば、新入社員研修の際にワークショップ形式の教育を
実施し、自らの行動や会社の活動がどのように生物多様性に
影響を与え、また生物多様性からどのような恩恵を受けてい
るのかを考えてもらい、一人ひとりが自分事として捉えられ
るような働きかけを行いました。
　また、東知多バードピアに設置するコアジサシの「デコイ」

　中国のコンプレッサー生産子会社である豊田工業電装
空調圧縮機(昆山)有限公司(TACK)では、2023年7月に
竣工した新工場において、完成品洗浄工程と再利用品洗浄
工程にVOC収集処理設備を設置しています。この設備は、
従来の工場で使用していた含水アルコール洗浄用の集塵
装置を改造したもので、それを新工場で使用することで

の色付けなど、東知多工場の従業員を巻き込んだ活動も実
施しています。

デコイ色付け体験

東知多バードピア見学

小学生による生物多様性エリアの見学 当社生物多様性エリアが環境省の
自然共生サイトに認定

　当社は、地域の小学生が生物多様性を身近に感じ、
その保全への取り組みの重要性を理解してもらう場
として、東浦アニマルパスと東知多バードピアを提供
しています。

　当社が整備・運営している「東知多バードピア」およ
び「大府駅東ビオトープ」が環境
省の「自然共生サイト」に認定さ
れました。「自然共生サイト」と
は、2023年度から環境省が開始
した制度で、国際的な目標である

「30by30＊5」達成に向けた取り
組みの一環として「民間の取組等
によって生物多様性の保全が図られている区域」を
認定するものです。
＊5： 2021年G7サミットで約束された、2030年までに陸と海の30%以上を
 　　健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。

環境省認定自生自然
共生サイトのロゴ

TOPICTOPIC

　現在、化学物質による大気汚染は、温暖化と同様に地球規模の問題となっています。そのため、世界における環境
規制は年々強化されており、その規制にどのように対応するかが、世界各国で展開している当社の事業活動に大きな
影響をおよぼすと考えられます。
　そこで当社は、各国・各地域の燃費規制や排出ガス規制などを先取りした製品開発を推進しています。また、生産活動
においては、光化学スモッグを発生させる光化学オキシダント原因物質の1つであるVOC＊4をはじめとする、環境負荷
物質のミニマム化に取り組んでいます。
＊4 ： Volatile Organic Compoundsの略。揮発性有機化合物。

環境負荷物質 取り組みの考え方
　現在、世界各国では森林破壊が進み、多様な生き物の生息域が分断されています。人と自然が共生するためには、
各地域の自然を守っていくことが必要です。
　そこで当社は、「2050年にめざす姿」の中で「生物多様性にプラスの影響をもたらす」を掲げ、自然環境への
影響を常に認識しながら、さまざまな事業活動を進めています。また、生物多様性への影響の低減や、生物多様性の
保全活動に地域社会と連携して取り組むことなどを明確化した生物多様性方針を定め、活動を推進しています。

生物多様性保全 取り組みの考え方

環境リスク低減と自然共生社会の構築

　中国政府は、大気汚染を抑制するためにさまざまな
政策を推進しています。今回の取り組みは、そのような
政策や環境問題に積極的に対応した事例の一つです。
これからもTACKは会社の発展とともに、環境に
優しい工場を目指して、皆の力を合わせて努力して
いきます。

TACK 安全環境衛生部
左）闫  仕普  課長

中左）馬 劲松  部長

右）李 逢時
TACK 製造部能源課
中右）付 光慶  課長

2024年3月31日現在

環境リスク低減と自然共生社会の構築
事業活動を通して生物多様性の保全および持続可能な利用に努めることで、事業活動と生物多様性の調和を目指します。

また、事業活動によって環境負荷物質を発生させないように取り組み、環境リスクの最小化を目指します。

既存設備の有効利用と環境負荷低減の両立をはかって
います。
　また、部品洗浄工程ではVOCを含有する洗浄剤の使用を
やめて、純水による洗浄に切り替えました。これらの取り組み
により、VOC排出量を年間約5.6トン削減する見込みです。

VOC収集処理設備
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ステークホルダーとの関わり

品質管理インフラ

牽制機能

品質ビジョン

年度 品質指針

事業部 事業部 事業部 DR制度
企画

設計

生準

生産

販売・サービス

品質統括監査

モニタリング

品質文書体系

品質データ・ナレッジ管理

品質人材マネジメントシステム

品質教育体制

豊田自動織機グループの
「品質のめざす姿」の展開

お客様との関わり
お客様へ安全・安心な製品をお届けするため「正しいモノづくりが正しく行えるしくみづくり」に取り組んでいます。

お客様との関わり

品質ビジョン
豊田自動織機グループに働く一人ひとりは、法令を遵守し、それぞれの持ち場でお客様指向で考え・
行動し、世界各地域のお客様の期待を超える、魅力的な商品・サービスを、安全で安心な品質で提供します

基本的な考え方

　当社は品質の基本的な考え方を定めた「品質ビジョン」を、エンジン国内認証問題を受け見直しました。法令を遵守し、
お客様へ安全・安心な製品をお届けするために、全員で原点に立ち返り、当社がより良く生まれ変わったと多くの皆様
に認めていただけるように、品質に自信を持って製品を世に出す全社品質管理システム（ＱＭＳ）の再構築に全力で取り
組んでいます。

　2023年1月に品質機能の横串強化のため、品質管理部を「品質統括部」に改組しました。また、2024年1月に新たに
設置されたＣＱＯ（チーフ・クオリティ・オフィサー）のもと、品質統括部が主導して、品質管理のインフラ整備と事業部へ
の牽制機能の強化を進めています。
　品質管理のインフラでは、品質文書体系の整備、品質データ・ナレッジ管理のしくみ構築、品質人材マネジメントシス
テムの構築、品質教育体制の整備を進めます。エンジン事業部で先行して標準類の再整備や法規適合のための重要
プロセスの規程化・標準化に取り組み、それらを全社に広げる活動を推進します。新製品開発の軸であるデザインレビュー

（以下、ＤＲ）については、全社規程を見直し、各事業部規定の再整備に着手しています。また、品質コンプライアンス
意識の再醸成をねらった品質管理教育の見直しを実施しています。
　事業部門に対する牽制機能を強化するため、品質問題に関するレポートラインの確立、事業部に対するモニタリング
機能として品質統括監査を開始しました。

品質ガバナンスの基盤整備

■ 強固な品質ガバナンス体制を目指して
　当社は、品質ガバナンスの体制を立て直し、強化するため、より強固な3つのラインからなる新たな「品質ガバナンス
体制」の構築を推進します。

会社全体の品質意識を高める体制づくり

　商品の発売後に不具合が発生した場合は、お客様の不安を
取り除くため、各事業部の品質保証部門が中心となり迅速に
対応し、同じ不具合を再発させない確実な対策を実施してい
ます。特に、お客様に多大なご迷惑をおかけする不具合は、
重要品質問題として登録し、社長へ報告するとともにお客様
への対応・再発防止が完了するまで、確実なフォロー体制で

取り組んでいます。不具合の再発防止の取り組みでは、開発
プロセスまで遡って原因究明し、しくみと技術の両面から対策
し、必要に応じて、新商品開発のしくみも見直すことで、次期
モデルでの徹底的な不具合の再発防止に努めています。
また、対策を全社に水平展開することで、今後開発・生産する
すべての商品に対し、不具合の未然防止につなげています。

不具合の再発防止・未然防止への取り組み

　従来の事業部内の品質保証体制（1ライン目）に加え、事業部内の
各部門から独立した内部品質監査機能（2ライン目）をつくり、さらにその
2ライン目を、事業部から独立した立場で本社の品質統括部（3ライン
目）が監査する、リスクに強い体制を目指します。

■ 品質統括監査を通じて製品品質と向き合う
　品質は製品の企画から開発、生産まですべての部門が関わってつくり
込みます。これを第三者としての視点でチェックすることにより、リスク
や課題を洗い出すのが監査の役割ですが、その範囲は、法規や規格の要求事項の遵守にとどまりません。各部門が
守るべき品質のしくみやルールが有効に働いているか、基準はそれでよいのかなども確認し、また、事業部の内部品質
監査の結果をさらに本社が確認することで、適切な牽制機能が働き、問題を未然防止、適時発見する効果を期待して
います。
　新たにスタートした品質統括監査では、より多くの機能や社員が製品品質と真摯に向き合う機会が増え、一人ひとり
が業務と製品品質とのつながりを強く意識することで、会社全体の品質意識の向上につなげていきます。

　商品の品質向上には、国内外のサプライヤーと一体になった
品質向上活動が不可欠であることから、主要サプライヤーと
協働で品質保証活動の強化に取り組んでいます。

■ 品質監査
　当社は年1回、品質監査を実施しています。各社の品質管理
状況を確認した上で、強化すべき内容を提案し、改善に

サプライヤーへの取り組み

品質ガバナンス基盤

品質ガバナンス体制

品質統括監査の構造

製品の品質を企画～量産まで
スルーで検査し、お客様への
品質を確保

1ライン目

1ライン目の検査データの
整合性や品質基準そのものの
有効性まで確認

2ライン目

2ライン目が行う監査の方針を
示すとともに、事業部内の監査
が適正に行われているか確認

3ライン目

ステークホルダーとの関わり
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ステークホルダーとの関わり

行い、すべてのサプライヤーでガイドラインが遵守されてい
ることを確認しました。また、定期的に
紛争鉱物などの懸念のある品目について
調査することで、サプライチェーン全体
の健全な取引維持と体制強化に努めて
います。

■ 創意工夫提案活動
　創意工夫提案の取り組みでは、全員が日々改善に取り組
んでいます。2023年度は、優れた創意工夫を行い技術の
改善向上に貢献した者に贈られる文部科学大臣表彰「創意
工夫功労者賞」を11件受賞しました。

■ 科学的アプローチができる人材の育成
　当社では、品質教育の一環としてＳＱＣ（統計的品質管理）
と機械学習の基礎教育などを実施しており、機械学習の実践
活用を拡大するため、職場の問題解決を通じた中核人材の
育成をしています。また、各事業部の優秀事例の共有と相互
研鑽を目的とした全社ＳＱＣ大会を40年間にわたり開催して
います。

■ 製品安全のリスクアセスメントができる人材の育成
　当社では、お客様が安全に使用していただける製品を提供
するために、各事業部のＤＲの中であらゆるリスクを洗い出す
リスクアセスメントを行っています。リスクアセスメントに必要
な考え方である、危害の発生確率と危害の程度を評価できる
人材育成に向け、「リスクアセスメント専門教育」を全社で推進
しています。

お客様との関わり／取引先との関わり

グローバルQCサークル大会

対する理解を深めていただいています。2023年度は新型
コロナの5類への移行を受け、リモート監査から徐々に従来
の現地・現物での確認にシフトし、品質保証システムと現場管理
の両面から各社の品質保証活動の状況確認を継続的に実施
しています。

■ サプライヤーの内部監査員の育成・認定
　サプライヤーによる主体的な品質向上に向けて、基準に達した
サプライヤーには内部監査員を育成・認定しています。この活動を
通じて、サプライヤーが自律的に品質保証システムの維持・向上を
はかり、自ら品質保証活動を進化させ続ける風土を築いています。

　当社では、全従業員を対象に、実務で必要な品質保証スキル
を身につけるため、体系化された品質教育を実施しています。
法令遵守とコンプライアンスが土台であることを認識した
上で、自ら考え、自ら学び、自ら行動することができる人材の
育成を推進しています。

■ＱＣサークル活動
　全員参加で取り組むＱＣ活動の成果を、全国のＱＣサークル
大会で発表し多くの賞をいただいています。2023年度は、
特色ある活動を進め、ＱＣサークル活動の普及・発展と活性化
に貢献したサークルに贈られる「石川馨賞奨励賞」を、当社初
の年間3サークルが受賞（3年連続、通算12回目）しました。
　海外生産拠点でもＱＣサークル活動に活発に取り組んで
おり、各拠点にグローバルＱＣサークルトレーナーを育成・認定
して自立した活動ができるよう指導しています。世界的な新型
コロナ流行の影響で海外全拠点の活動に影響が出ましたが、
トレーナーが工夫して推進し、ＱＣサークル活動を継続、再開
しています。成果発表として開催するグローバルＱＣサークル
大会は、新型コロナ流行の影響で2022年度までの3年間は
ビデオ発表形式で実施しましたが、2023年度は日本での開催
を再開しました。各地域で開催しているリージョンＱＣサークル
大会も、2023年度は北米、欧州、中国それぞれのリージョン
大会を再開し、拠点の成果を対面で共有しました。

人材育成・職場づくりへの取り組み

＞品質教育の推進に向けた対象者の研修受講率（単独）：92％

調達方針
● オ－プンドアポリシーに基づく公正・公平な取引
● 相互信頼に基づく共存・共栄
● グリーン調達の推進による環境負荷の低減

● 良き企業市民を目指した現地化の推進
● 法の遵守

基本的な考え方

仕入先サステナビリティ
ガイドライン

仕入先
サステナビリティ
ガイドラインへリンク

取引先との関わり
開かれた調達や、取引先（サプライヤー）様との相互信頼に基づく共存・共栄の実現とともに、グリーン調達、
人材育成、取引適正化、震災を含むさまざまな災害を想定した防災活動、調達機能の効率化を推進しています。

　当社は、すべての企業に公正かつ公平な参入機会を提供しています。サプライヤーの選定にあたっては、品質・価格・
納期・安全および経営の安定性・技術開発力に加え、法令遵守・人権尊重・環境保全活動など社会的責任を果たしている
かを総合的に評価し、公正・公平な取引を行うことに努めています。

オープンドアポリシーに基づく公正・公平な取引

　当社は、サプライヤーとの相互信頼に基づく共存・共栄をはかるため、主要サプライヤーに調達方針説明会やトップ
研修会を毎年開催し、相互理解と協力を得る活動に努めています。また、主要サプライヤーへの品質監査や内部監査員
の育成等による品質管理や技術・技能に関する研修、生産現場の工程改善指導、安全衛生教育等を、年間を通して実施
しています。

相互信頼に基づく共存・共栄

　当社は、環境配慮をサプライヤー選定の重要な評価基準として、部品・原材料・設備等を調達
しています。「グリーン調達ガイドライン」（第7版）には、「脱炭素社会の構築」など当社が「2050
年にめざす姿」も織り込み、サプライチェーン全体での環境保全
活動を推進すべく、開発段階からライフサイクル全体を考慮する
等の環境マネジメント強化に取り組んでいます。

グリーン調達の推進による環境負荷の低減

　当社は、サプライチェーン全体で持続可能な社会を実現で
きるよう、安全、人権、労働慣行、環境、コンプライアンスなどに
ついて、サプライヤーへの要請事項をまとめた 「仕入先サス
テナビリティガイドライン」を展開し、周知徹底をはかっています。
2023年4月にはサイバーセキュリティの項目を追加する
などの改訂を行いました。サプライヤーにはガイドラインの
遵守状況の確認やチェックリストによる自主点検とフォローを

■ パートナーシップ構築宣言
　サプライチェーン全体の共存・共栄と規模・系列などを越
えた新たな連携や、親事業者と下請事業者との望ましい取引

慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）の遵守などを会
社として重点的に取り組むことを2021年9月に「パートナー
シップ構築宣言」として公表し、サプライヤーとのより良い

サプライヤーとの関係強化

仕入先サステナビリティガイドライン

グリーン調達
ガイドラインへ
リンク

グリーン調達ガイドライン
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ステークホルダーとの関わり

パートナーシップ
構築宣言へ
リンク

　当社は、当社および関係会社の調達担当者に対し、調達
に関する知識向上のための教育を積極的に行っています。
2023年度は下請法教育を中心に、人権や環境などサステ
ナビリティに関連するトピックについても教育を行いました。
また、政府による独占禁止法上の「優越的地位の濫用」の未然
防止活動や、下請取引の適正化に向けた取り組みおよびガイド

　BCMの推進強化をはかるため、サプライヤーとともに具体的
な対策に取り組み、リスク低減に努めています。近年の度重な
る自然災害を受けて、2021年度には、サプライヤー被災状況
の把握システムを再構築しました。
　従来のサプライヤーへの影響調査では、顧客対応のため
複数システムを併用して調査を実施していましたが、新たに
統一的なシステムを採用することで、より効率的かつタイム

ラインへの対応につい
ても、調達担当者、全社
の価格交渉実務者とそ
の管理者へeラーニン
グを活用した周知徹底
に取り組んでいます。

リーな影響調査が実施可能となり、BCMに貢献できるように
なりました。
　また、迅速に復旧して生産を継続できるよう、これまで
同様、各拠点の震災や浸水への対策を強化するとともに、
適正在庫の再検討や発注先・生産拠点の分散の検討などの
対策を実施しています。

事業継続マネジメント（BCM）

調達知識向上に向けた人材育成

　主要サプライヤーに対し安全衛生方針説明会を開催し、
前年度発生した災害分析結果や法改正情報などをもとに、
類似災害防止に向けた次年度の安全衛生活動の取り組みを
推進しています。
　「当社構内におけるすべての事故(火災・爆発)や災害・疾病
の発生ゼロを目指す」との考えのもと、常駐する構内請負業
者との安全衛生協議会を設置し、事故・災害発生時は当社で
定める規程・要領に基づき、原因調査・報告などを実施いただ
いています。また、当社が取り組む災害・疾病の未然防止活動

などの情報を共有することで、ともに働きやすい職場環境の
構築に取り組んでいます。
　構内工事仕入先に対しては、災害事例などを参考にし、
類似災害防止のための遵守事項などを定期的に展開して
います。
　また、工事計画段階でのリスクアセスメントを実施いただく
ことで、工事中のリスクを顕在化し、常に当社の工事計画部署
と安全な作業方法について協議した上で工事に取り掛かる
ようご協力いただいています。

サプライヤーへの安全衛生活動 

関係の構築を進めています。また、2023年10月の改訂で
は下請事業者の困りごとを把握できるよう積極的にコミュ
ニケーションを取り、各種コスト変動を考慮した協議や、その
結果を書面化することを宣言しました。

■ サプライヤー相談窓口
　サプライヤーから当社調達活動のコンプライアンス違反
などに関する通報・相談を受け付ける「サプライヤー相談窓口」
を2016年より設置し、問題の早期発見・未然防止をはかって
います。

 ■ サプライチェーンでのカーボンニュートラルに向けて
　当社では、主要なサプライヤーに対してカーボンニュート
ラルについての説明会を開催しています。2023年度は、
サプライヤーのCO2排出量調査を実施し、その削減に向けた
活動をお願いしました。これからもサプライヤーとともに、
サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けた取り
組みを強化していきます。

下請法関連 教育・研修 受講者数

取引先との関わり／株主・投資家の皆様との関わり

関係会社社内
3,000

1,000

2,000

0

（人）

20 21 22 23＊19 （年度）

＊ ： 22年度以前よりも教育対象者を拡大して
　  e-Learningを実施

株主・投資家の皆様との関わり
フェアディスクローズを基本とする情報開⽰に加え、株主・投資家の皆様との積極的な対話を通じ、
当社グループへの理解促進をはかり、株式市場で適切な企業評価を得られるように努めています。

基本的な考え方・推進体制
　当社は、株主・投資家の皆様に、フェアディスクローズを基本とする情報開示を継続的に行い、経営の透明性を高める
とともに、当社グループに対する理解を深めていただくことにより、株式市場で適切な企業評価を得られるよう努めて
います。
　I R（Investor Relations）活動は、I R担当役員が統括しており、また、専任部署を設けることで、株主・投資家の皆様
と積極的かつ建設的な対話を行っています。

　当社は、より多くの株主の皆様に定時株主総会へご参加
いただくため、集中日を避けて早い時期に開催しています。
また、議決権行使を円滑に行っていただけるようインターネット
による議決権行使の採用、機関投資家向け議決権電子行使
プラットフォームへの参加などの対応を行っています。
　2023年6月９日に開催した第145回定時株主総会には、
195人にご参加いただきました。当社から事業の状況や議案
についてご説明し、株主様からは事業やガバナンス、環境など
幅広くご質問をいただきました。議決権の行使については、

インターネットなどの積極的なご活用をお願いし、議案はすべて
承認されました。
　機関投資家およびアナリスト向けには、電話やウェブの活用
を中心に、経営層による決算説明会やIR専任部署との個別
取材を実施した他、証券会社主催のカンファレンスに積極的に
参加し、国内外の多数の投資家と対話しました。その中では、
フォークリフトおよび物流ソリューション各事業の市場の状
況と当社の対応、自動車関連事業の生産・販売状況、中長期的
な事業の方向性、ESGに関する当社の取り組みや考え方
など、さまざまなテーマについて意見を交換しました。
　個人投資家向けには、ウェブを活用した会社説明会を開催し、
当社の事業および特徴や強みについてご紹介するとともに、
多くのご質問にお答えしました。
　こうした株主・投資家の皆様とのコミュニケーションを通じ、
当社の事業全体への理解を深めていただきました。また、得ら
れたご意見やご要望については、随時経営層や関係部門など
にフィードバックし、今後の事業活動に反映するよう努めて
います。

株主・投資家とのコミュニケーション

　当社は、株主の皆様の利益を経営の重要方針として位置
づけており、株主還元は安定的な現金配当を重視しています。
　配当金については、業績や資金需要などを総合的に勘案し、
連結配当性向30％を目安に継続的な配当を目指しており、
株主の皆様のご期待にお応えしています。

　この考えのもと、2023年度の配当金については、前年度
から50円増加の240円（中間100円、期末140円）とさせて
いただきました。
　今後も取り巻く環境や当社の置かれた状況を踏まえ、株主
還元の充実に努めていきます。

株主還元の考え方

第145回定時株主総会
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ステークホルダーとの関わり

❷人材交流（海外出向・海外研修、ICT制度＊1）
❸海外事業体で実践する豊田自動織機グループ共通の価値

観研修（豊田綱領、仕事の仕方、部下指導、職制の役割）
　海外関係会社の人事代表者が集まるグローバル人事会議
では、これらの取り組みについて議論を行い、3年ごとに中期
計画を策定し推進しています。
＊1 ： 海外事業体の従業員を一定期間受入れる制度

■自己啓発支援
　従業員の知識・視野の拡大や自発的に学ぶ意欲を高める
ために、自己啓発や自主研究の機会・場を提供するととも
に、自己啓発を支援する手当も支給しています。

■適正な労働時間管理と柔軟な働き方
　労働時間、休憩時間、休暇などに関する法令に基づいた労務

従業員との関わり
安全・安心に働くことはもとより、多様な人材が能力を発揮し、いきいきと働くことができるよう取り組んでいます。

従業員との関わり

　一人ひとりが成長し、自分らしく持てる力を発揮してやりがい
を感じるために、風通しの良い職場づくりが大切です。当社で
は、上司・先輩が率先して、メンバーが発言・提案しやすい風土
づくりに取り組み、メンバーの困りごとや悩みにも真摯に対応
する関係づくりを進めています。
　また、労使共通の重点テーマである、「何でもタイムリーに
言い合える関係づくり」について、年間を通じて労使間で話し
合い、全員参加で取り組んでいます。
　従業員意識調査を全社的に毎年実施し、従業員が感じ
る職場の風土、個人の成長実感、上司のマネジメントなど

　先行きが不透明で、さまざまな変化のスピードが増している
環境に対応できる「しなやかで強い組織づくり」に向け、「自ら
変えていく、変わっていく人材の育成」に取り組むとともに、
従業員の挑戦を後押ししています。

■OJT（業務を通じた育成）
　メンバーの役割とテーマの設定～指導～評価・フィードバック
というOJTのサイクルを大切にして各職場で人材育成に取り
組んでいます。
　育成の基本となるのは、半期に1度、上司-部下の1対
1で行う「対話」です。そこでは、メンバーの成長・活躍志向

（キャリアプラン）や能力の振り返りについて話し合い、そ
の結果を踏まえて部門としての育成計画をつくり、メンバー
に共有し、やりがい向上やさらなる成長・活躍を促進してい
ます。
　また、幅広い経験による育成を重点と捉え、「海外研修制
度」、「社内公募制度」、「戻り前提ローテーション」など、さまざ
まな活躍の場を提供する施策を積極的に実施しています。

■ 人事労務管理

基本的な考え方
　当社は、一人ひとりのやる気に満ち溢れたチームづくりを推進し、個の力と組織の力の最大発揮をはかることを基本的
な考え方として、さまざまな取り組みを行っています。

「風通しの良い職場風土の醸成」に向けて

人材育成・活躍の促進

をさまざまな観点から確認しています。結果は従業員に
フィードバックし、自職場をより良くする活動を部門長が責
任者となって各部門で取り組んでいます。
　仕事を離れた場面でも、人間関係・信頼関係づくりを
推進するため、社内駅伝大会や納涼祭などのコミュニ
ケーション活動にも力を入れています。

　新入社員に対しては、一人ひとりに職場先輩を付けて、身近
な先輩からのサポートにより、社会人としての基礎の習得と
スムーズな職場融和をはかっています。また、配属後1年が
経過した段階で、部門長との面談を行い、困りごとの解消や
成長に向けた期待値を伝達しています。
　そして、上司によるOJTやマネジメントをサポートするツール
として、「360度フィードバック」を実施し、上司が自らの行動を
振り返り、自己変容につなげる機会としています。
　リーダー層に対しては、部門長・国内外関係会社役員ポスト
それぞれに、後継者候補を特定し、求められる要件の確認と
育成計画の立案を実施する「サクセッションプラン」のしくみを
整え、経営戦略上の重要ポストを担う人材に役割・場を与え、
育成をはかっています。

■Off-JT（研修）
　新入社員研修、昇格者研修、専門知識・能力を習得する
研修など、職場での実践につながる各種研修を実施してい
ます。

　これらの研修は、国内関係会社からのニーズに基づき、その
従業員も受講できるものとなっています。

＜若手技能者の育成＞
　基礎技能と強い精神力を身につけた、将来の現場の核と
なる人材の育成を目的とし、企業内訓練校「豊田自動織機技能
専修学園」を運営しています。職場で必要な知識・技能・心身
の訓練を１年間受けた修了生は、製造現場の第一線で活躍
しています。
　社内技能競技会は、社内および関係会社から集まった若手
社員が技能を研鑽する場であるとともに、モノづくりの現場
でリーダーとなる人材の育成機会として、モノづくりの
根幹を支える基礎技能レベルの維持・向上の他、技能者の
モチベーション向上、事業部間での技能の交流などを目的
に毎年開催しています。
　また、技能五輪への挑戦を通じて技能・知識・人格を備えた
人材として育成し、会社さらには日本のモノづくりの発展
に貢献しています。

＜管理者への教育＞
　社内外で経営者・管理者となる従業員に対して、その
責任・役割を理解するため、以下の研修を行っています。
●国内外関係会社役員研修（取締役の責任・コンプライア

ンス、労務管理、経理・財務、広報）
●新任グループ長研修（グループ長の役割、メンバーとの

信頼関係構築、多様なメンバーの活躍促進、人材育成）

＜グローバル人材の育成＞
以下の３つを柱にして取り組んでいます。
❶グローバルリーダー研修

2023年度

会社への誇りを持っている従業員割合 89.9%

仕事のやりがいを持っている従業員割合 75.1%

従業員意識調査の結果

グローバル人事会議

技能五輪に参加する選手

階層別研修体系

基幹職
幹部職

SS
(シニアスタッフ）

MS
(ミドルスタッフ）

JS
(ジュニアスタッフ）

CS
(一般職）

基幹職
幹部職

一般

CX級（工長）

事務・技術職 技能職

新任CX級研修

新任SX級研修
新任EX級研修

上級技能職研修（6年目）
中級技能職研修（3年目）

新入社員研修

SX級（組長）

EX級（班長）

SS4年目　仕事の仕方（問題解決）研修
新任SS研修

新入社員研修

MS2年目　仕事の仕方（問題解決）研修
新任MS研修

JS2年目　仕事の仕方（問題解決）研修

新任基幹職研修
新任幹部職研修
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ステークホルダーとの関わり
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（各年度6月1日時点）

2.6

2.5

2.4

（％） 障がい者雇用率

法定雇用率

女性管理職比率 ： 目標を定めた'14年度時点に対し、
'25年度に2倍（2.4％）、'30年度に3倍（3.6％）

女性新卒採用比率 ： 事務職40%、技術職10%

事務職53%、技術職3%（'24年4月入社者）

男性育児休職取得率 ： '25年度に30%

45.6%（'23年度）

新任グループ長研修、女性向けキャリア形成研修、
対話によるキャリア形成支援、個別キャリアプランの立案・運用、
ロールモデル交流会、育児休職前セミナー

女性学生向けの採用イベントの開催、
トヨタ女性技能者育成基金の取り組みへの参画

出産予定の従業員（配偶者含む）とその上司への両立支援制度動画配信、
男性向け育児休職ハンドブックによる制度周知

'14年度の1.7倍（2.0％）（'23年度末現在）

目標❶

実績

実績

取り組み例

取り組み例

実績

取り組み例

目標❷

目標❸

従業員との関わり

障がい者雇用率（単独）、法定雇用率

＞障がい者雇用率（単独）：2.56％

管理をベースに、労使間のコミュニケーションを通じ
て、従業員が健康に安心して働ける環境整備に取り組ん
でいます。
　また、従業員が高い生産性を発揮できるよう、時間や場所
にとらわれない柔軟な働き方を可能とする制度として「コア
タイムのないフレックスタイム制度」、「サテライトオフィス」、

「裁量労働制度」、「在宅勤務制度」などを導入しており、働き方

の選択肢の多様化に取り組んでいます。

■公平な評価
　当社は、多様な価値観や属性を尊重し、一人ひとりがより
活躍できるよう後押しする施策を実践するとともに、上司・
部下のコミュニケーションをベースとした公平な評価を
行い、さらなる活躍に向けサポートを行っています。

　環境変化・お客様ニーズの多様化に柔軟に対応して新たな
価値を生み出すために、さまざまな考え・価値観を持つ人材
が最大限能力を発揮し、共創できる組織を目指しています。
　性別、年齢、国籍、人種、宗教、性的指向、性自認、性表現、
障がい、経験、価値観など目に見えない違いも含め、従業員が
互いの違いを認め合い、尊重し合う組織風土の実現に向けた
取り組みを進めています。

■女性の活躍推進
　性差なく一人ひとりが活躍できることを目指し、従業員の
意識改革・女性のキャリア支援・柔軟な働き方の推進など
の切り口でさまざまな取り組みを行っています。
　加えて、生産現場の女性従業員が第一線で働き続けること
を目指し、「技能職女性向け働き方セミナー」、「技能職新任
研修での女性活躍講座」を開催しています。
　また、女性への健康支援の観点から、全従業員向けの基礎
知識動画の配信や、専門医との相談窓口の設置などの取り
組みを行っています。
　これらの取り組みの結果、「えるぼし」の認定を受け、

「あいち女性輝きカンパニー優良企業表彰」を受賞しました。

■障がいのある方への取り組み
　「障がい者と健常者が一緒に仕事をし、働きがい・生きがい
を共有する」という基本的な考えのもと、毎年継続的に障がい者
の採用を行っており、採用にあたっては、事前に就労体験

（インターン）を実施し、より安心して入社できる機会を
設けています。入社後は公平な成長・活躍機会が得られ
るように研修時の手話通訳士の派遣、ブギーボードや
UDトーク（リアルタイムに発言を文字化するアプリ）など
コミュニケーション支援ツールの準備、上司・先輩による
面倒見に加え、工場総務、独身寮、人事部などに相談員を
設置し、職場をサポートする体制を構築しています。
　また、各階層別研修時に障がい者自身を講師に招いた
研修を実施し、障がい者に対する理解をより深め、職場風土の
醸成をはかっています。

■年齢によらず活躍し続けられる職場づくり
　幅広い業務経験・視野を持つベテラン層が、職場テーマ
実践を通じてデジタル技術の知識・活用ノウハウを学ぶ

「ベテラン層デジタル実践教育」を実施しており、教育後は
各職場でデジタル技術活用を推進する立場として活躍して
います。
　また、技能職高年齢者（50歳～ 64歳）における直接部門で
働く人の割合は、2023年度末には約70%、約1,200名に

多様な人材の活躍推進

達し、今後も増加する見通しのため、生産現場でいきいきと
働くことができるよう、身体的負担を減らしたラインづくり
を進めています。取り扱う重量や作業環境を高年齢者に
配慮した基準設定としたり、デジタル技術を取り入れる
などして改善した工程数は、2,200まで増加しました。今後
もさらなる改善を進めていく計画です。

■仕事と家庭の両立支援
　従業員のさまざまなライフステージにおける支援を充実
させることで、より安心して働くことのできる環境を整備
し、両立する従業員の活躍を後押ししています。特に育児に
ついては、男性の育児参画を支援するため、育休取得に
関する風土醸成に取り組んでおり、育休を希望する従業員
全員が取得できる環境を実現しています。これまでの取り
組みの結果、「プラチナくるみん」の認定を受け、「愛知県
ファミリーフレンドリー企業表彰」を受賞しました。
　また、不妊治療や介護についても、公休の付与や資金面
でのサポートを行い、両立の実現に向けた支援を行ってい
ます。

女性活躍推進の目標と主な取り組み

女性活躍推進 ロードマップ

新任グループ長研修

職場での活用状況

ベテラン層デジタル実践教育

ブギーボード
(コミュニケーション支援ツール)

Phase１
定着のための両立支援制度整備・拡充
2002年～

活
躍
推
進

両
立
支
援

2008年～ 2015年～
事務・技術職　女性活躍推進プロジェクト
管理職向け意識啓発セミナー、女性キャリア研修など

2019年～

Phase2
活躍に向けた風土醸成

風土醸成
・ダイバーシティ社内ホームページ開設
・女性交流会
・講演会開催

Phase3
より一層の活躍に向けた取り組み

技能職　女性活躍推進ワーキング
技能職職制向け女性部下育成セミナーなど

・「育児のための短時間勤務制度」導入
・「在宅勤務制度」導入

・「保育費用補助制度」導入
 ・「不妊治療のための公休制度」導入

・物流ロッカー設置（社内でのネットスーパー受取）

制度の充実
・「育児休職」期間延長
・「子の看護のための公休制度」導入 ・事業所内託児所設置

・「ウェルカムバック制度」導入（特定事由による退社者の再雇用制度）

行動計画へリンク
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ステークホルダーとの関わり

基本的な考え方
　当社は、社是である「温情友愛の精神」の考え方に基づき、「安全の拠りどころ、
めざすべき姿」について協議を重ね、2013年に「安全ビジョン」を制定し、豊田自動
織機グループ全拠点に展開しています。

■ 安全衛生の推進体制
　「安全と健康をすべてに優先させる」ことを基本に、中央安全衛生委員会や工場安全衛生委員会などを通じて、
労働災害および職業性疾病の撲滅に取り組んでいます。

■ 安全衛生マネジメントシステム
　「労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS＊3/ISO45001)」の考え方に基づき、各工場安全衛生委員会委員長
(役員等)をトップとした各工場(事業部)の管理体制の整備や、リスクアセスメントを基軸とし人・モノ・管理面での安全衛生
活動の改善を継続的に行っています。
＊3 ： Occupational Safety and Health Management System

■ 安全衛生

安全衛生活動の改善の流れ

継続的に改善

計画

労働安全衛生方針
経営層による見直し

点検および是正措置

A

C
実施及び運用D

P

経営会議・サステナビリティ委員会

中央安全衛生委員会
）年/回2:度頻催開（）等員役営経当担：長員委（

職場安全衛生委員会（開催頻度:1回/月）

作業環境改善小委員会
（開催頻度:2回/年）

各工場安全衛生委員会
（委員長：担当経営役員等）(開催頻度:1回/月)

　災害や疾病の未然防止に必要な知識・意識・技能を身に
つけるために、法令で定められた知識･技能習得教育、安全意識
向上教育の他、階層別教育、職種別教育など、安全衛生教育
に積極的に取り組み、安全第一を実践できる人づくり・職場
づくりを推進しています。

安全衛生教育による災害・疾病の未然防止　

検査員による安全機能チェックなど)を再構築し、物的・管理
的対策のレベルアップを継続的に推進しています。
　また、作業中の近道・省略行為、危険軽視など、作業者自身
の不安全行動に伴う災害を未然防止するための取り組みも
重要と考え、人的対策の一環として、2022年度より個人の

　2019年の重大災害発生以降「機械動力による挟まれ・
巻込まれ災害ゼロ」を目指し、安全装置を無効化して設備内
に進入する際は、確実に動力遮断するしくみを新設・既設
設備に導入するとともに、設備安全保証体制(設備停止
範囲・制御区分のみえる化や必要なスキルを持った設備安全

災害・疾病の再発防止と未然防止

資格取得
（個人スキルの習得）

安全衛生意識向上

階層ごとの役割
への対応
職種別、事業特性
への対応

目的

免許、技能講習、特別教育、能力向上（繰り返し）教育

危険予知能力向上教育、危険体感教育（安全道場）

新入社員研修、技能職研修、新任SX･CX研修、
新任職長教育、安全衛生管理者教育
異常処置教育、ロックアウト教育、
設備安全検査員教育、リスクアセスメント教育

主な取り組み

従業員との関わり

■キャリア採用の取り組み
　外部から多様な知見を取り入れるため、キャリア採用を
強化しています。特に事務・技術職では、従来の専門性に
特化した即戦力の採用に加え、ポテンシャルを重視した第二
新卒採用の強化や、リファラル採用＊2の導入を予定して
おり、2024年度の事務・技術職のキャリア採用者数は、
総合職採用者数の32%を計画しています。2023年度の
採用者の内、キャリア採用者は14％であり、自らが希望する
事業部・職種で入社し、入社後の導入研修を経て、各職場で
活躍しています。
　また、生産現場においては、優秀な人材の確保による安定
生産に向けて、期間従業員からの正社員登用を積極的に
進めています。
＊2 ： 自社の従業員に採用候補者を紹介してもらう採用方法

妊娠・出産・育児に対する支援

妊娠期 育児の両立ハンドブック
オンデマンドでの育児休暇前セミナー

出産時 妻出産公休
出生祝金の支給

復職時 復職後の働き方などを上司と相談する復職前面談

両立時

育児のための短時間勤務
事業所内託児所（5社での相互利用）
保育費用補助（シッター利用、親族旅費、託児施設料補助）
子の看護公休

その他 ウェルカムバック制度（配偶者転勤、育児、介護）
会社イベントへのご家族のご招待（工場見学、運動会、夏祭りなど）

■外国人の仲間とともに
　現在、海外拠点で勤務する従業員は約5万３千人で、当社
グループの全社員のうち約７割を占めています。多様な国・
地域で働く人材が相互理解を深めるため、当社から海外拠点
への出向者・駐在員・海外研修生の派遣、および海外拠点から
当社に一定期間受け入れるICTを積極的に実施しています。

2022年3月 2023年3月 2024年3月
海外出向者・駐在員 179名 163名 155名

海外研修生 4名 9名 11名

出向者・駐在員・海外研修生人数推移

2022年3月 2023年3月 2024年3月
ICT在籍人数 8名 4名 19名

ICT受入れ人数 0名 2名 16名

ICT在籍人数／受入れ人数推移

介護に対する支援

不妊治療に対する支援

介護公休 
介護の両立ハンドブック 
介護メールマガジンの配信 
オンデマンドでの介護セミナー 
グループ会社が運営する介護付き老人ホーム 

不妊治療公休 
不妊治療費用支援 2023年度実績

■新卒・技術　■新卒・事務　■キャリア・技術　■キャリア・事務　

14%

2024年度計画

32%

採用者の内訳
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ステークホルダーとの関わり

■ 節目健康教室
　会社・労働組合・健康保険組合の三者協働事業として、全
従業員を対象とした年代別健康教育（30歳から5年ごと）の中で

「節目健康教室」を開催しています。健康づくりへの動機づけと
して、定期健康診断の結果に加え、生活習慣改善へのアドバイス
をフィードバックしています。2019年度からは体力の維持増進
意識の向上をねらいに、自身の
体力の傾向と対策、労働体力
充足度や体力年齢の評価、
推奨する体力増進運動などに
関する情報を提供しています。

■ 健康チャレンジ８
　日常的な生活習慣を８項目でスコア化し、その適正化を
促進するため、「健康チャレンジ８」活動を2021年度より継続して
推進しています。従業員への活動の浸透、従業員のヘルスリテ
ラシー＊9向上に向けて、調査
結果のフィードバックや行動変容
を促すための健康情報提供を
実施しました。さらに2023年
度は生活習慣スコアと労働
パフォーマンス・モチベーション

■ 健康

基本的な考え方
　当社は、「高年齢化やストレス増大などからくる健康障害
のリスクに対応した健康づくりの推進」を中期的な課題と
して、生活習慣病予防とメンタルヘルス支援活動を中心に
従業員の健康づくり活動を推進しています。従業員一人
ひとりが、いきいきと第一線で働けるよう、自身の健康と
向き合い自らの意思と意欲で行動できる自立した健康文化
の醸成に向けてサポートを行っています。

生活習慣病予防

などの相関分析を行い、その分析結果をもとに、工場安全衛生
委員会において産業医による講話を実施しました。労働人口
の減少や高齢化の中、従業員の体力の維持が必要不可欠で
ある一方、運動習慣を実践している従業員が他の生活習慣項目
に比べ低いという結果が出ています。今後、従業員が休憩時間
や業務後などに運動できる取り組みを進めていきます。
＊9 ： ヘルスリテラシー：健康情報を入手し、理解し、活用するための知識、意欲、能力

■ 減量指導プログラム
　メタボリック症候群の予防・改善の取り組みとして、「節目
年齢健康教室」の開催やＢＭＩ ２５．０超過者への保健指導に
加え、体組成計を活用した減量指導プログラムを実施して
います。その結果、対象者における体脂肪率・内臓脂肪レベル
の減少や行動変容レベル改善などの効果がみられました。
体組成計での結果は自身の体型のみえる化ができ、変化

（効果）が分かりやすいという声
も得られ、今後も定期健康診断と
保健指導に体組成計を活用し、
自身の変化への関心とともに、
行動変容への動機づけにつなげ
られるようにしていきます。

で判定した不調傾向のある従業員に対し個別に受診勧奨を
実施するなど、希望者への医師による面談や必要な職場への
改善支援を行っています。

体組成計指導

　メンタルヘルス支援活動においては、健康に関する相談
窓口を設け、早期に相談できる体制を整えています。
　また、セルフケア・ラインケア教育の充実をはかり、新規発症
の予防に努めるとともに、休職者への復職支援プログラムの
運用により再発防止に努め、一定の成果をあげています。
　早期発見のための活動として、直属上司によるラインケア強化
に継続して取り組んでおり、軽症段階で社内の相談窓口へつながる
ケースが増えています。軽症の場合は、就労継続しながら体調
回復をはかるため、個人自らが健康回復への行動をすること、職場
においても作業・環境改善に取り組むことを支援しています。
　また、2016年度より年1回、全従業員を対象にしたストレス
チェックを実施しています。本人と職場に対し、改善策を添えて
結果をフィードバックするとともに、高ストレス者や社内独自

メンタルヘルス支援

メンタルヘルス支援体制の拡充

個人へ 職場へ

メンタルヘルス情報発信

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
教
育

未
然
防
止

早
期
発
見

早
期
対
応

再
発
防
止 復職支援

ストレスチェック制度による支援

＜セルフケア＞
自らの健康状態への

気づきを促し改善策を助言

職場でのストレス
要因を把握し
職場環境を改善

〈ラインケア〉
管理職が部下の不調に
気づき対応する

職場結果閲覧システム
（従業員意識調査も同時閲覧）

各種健康診断での
問診

社内外の相談窓口

従業員との関わり

行動特性(危険に対する感受性と敢行性＊4)を定量的に把握
する方策に取り組んでいます。
　2023年度は「特に重篤な災害に繋がる恐れのある異常
処置作業」の従事者として選任する時には、個人の行動特性
を考慮することを社内ルール化し、「機械動力による挟まれ・
巻込まれ災害」の未然防止を強化してきました。
　これからも異常が発生したら「必ず止め(動力遮断)、他人
の誤操作防止(ロックアウト)」を確実に実践するとともに

「本質的な対策(根本原因を取り除く)を実施する」という考え

＊4 ： 危険感受性 : 危険を危険と感じ取れること
       危険敢行性 : 危険だと感じていても敢えて受入れた行動をとること

■ 健康経営理念の策定
　当社は基本的な考え方のもと、「豊田自動織機グループ 健康宣言」
を策定しました。社員とその家族の健康が会社を活性化させ、当社の
持続的成長につながると考え、全社で健康経営の基盤づくりに注力
していきます。

■ 健康づくり推進体制
　当社は、健康経営＊8を一層強化するために、安全健康
推進部と健康保険組合が事務局となり、「健康づくり推進
分科会」を設けています。この分科会には関連部門と労働
組合が参加し、従業員の健康に関する意見交換を行い
ながら、中長期の健康目標を設定し、健康経営戦略マップ

（方針）を策定します。また改善案の立案も行い、従業員
の健康増進に向けた支援を継続的に行っていきます。
＊8 ： 健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標

節目健康教室

２０２3年度の主な健康づくり企画

禁 煙 啓 発

各種健診の費用補助（利用者：1,189人）
健康保険組合と協業で春・秋開催（参加者：3,046人）

世界禁煙デー 1日禁煙（5/31）
スワンスワンの日 半日禁煙（９日/年）

ウォーキング
早 期 発 見

＊5 ： 2021年度は、新型コロナ予防のため7月～ 12月の開催のみ。
＊6 ： 8つの生活習慣（①適正体重 ②朝食 ③間食 ④睡眠 ⑤運動 ⑥飲酒 
　　 ⑦禁煙 ⑧ストレス）実践数の平均値。8点満点。
＊7 ： 職業性簡易ストレス調査素点換算表より判定。
　　（5段階評価のうち、1：高ストレス、3：全国平均、5：低ストレス）

2021年度 2022年度 2023年度

年代別健康教育受診者数＊5 1,139 2,576 2,856

健康チャレンジ８実践数平均値＊6 5.54 5.58 5.67

ストレスチェック受検率 99% 99% 99%

ストレスチェック総合評価※全国平均（3点）＊7 3.27 3.27 3.28

主な活動指標の推移

社　長

中央安全衛生委員会（総括安全衛生管理者）

健康づくり推進分科会
（議長：安全健康推進部長、メンバー：部門長）

経営企画部

人事部

労働組合

事業部安全総務部門

健康保健組合

安全健康推進部
事務局

健康宣言へ
リンク

方に基づき、安全な職場・人づくりを継続していきます。

休業災害度数率（単独）

出典：厚生労働省「労働災害動向調査結果」

0.00
19 20 21 22 23（年度）

0.40

0.80

製造業

当社

1.20

1.60

輸送用機械器具製造業
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良
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ステークホルダーとの関わり

基本的な考え方

地域社会との関わり
社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に貢献するために、各国の文化・慣習・歴史を尊重しながら、
積極的に社会貢献活動を行います。

　当社は、「サステナビリティ方針」に基づき、グローバル企業として、各国・各地域でのあらゆる企業活動を通じて広く
社会へ貢献するとともに、「社会福祉」、「⻘少年育成」、「環境保全」、「地域貢献」を重点分野とし、持続可能な社会の実現
と地域社会の発展を目指しています。地域社会へ、人材、施設、資金、ノウハウなどの提供による協力や支援を行うと
ともに、従業員が社会貢献活動に参加できるよう、取り組みを進めています。

■ 推進体制
　本社総務部内に「社会貢献グループ」を設置し、各工場、国内外グループ会社が連携をはかり、NPOとの協業や地域
の方々と交流しながら、それぞれの地域特性やニーズに合わせた社会貢献活動を推進しています。

　従業員一人ひとりが社会課題への関心を高め、自分にできる
ことは何かという意識を常に持てるよう、当社およびグループ
会社の従業員を対象とした活動を推進しています。福祉施設
のバザーを支援する「一人一品貢献活動」、職制会＊1による
社会福祉、⻘少年育成および環境保全の活動、社内イントラ
ネットを通じたボランティア情報提供、国内外グループ会社の社会
貢献活動事例の紹介など、
さまざまなステージで
社 会 貢 献 活 動 に 参 加
できる場を提供してい
ます。

　当社は、地域の諸問題の共有・解決をはかることを目的と
して「地域懇談会」を実施しています。この懇談会には、地域
住民の代表、当社の総務・環境などの関連部署担当者の他、
テーマに応じて行政の担当者が参加し、当社の事業活動と
それに伴う環境リスク、地域の行事や防犯・防災・交通安全
活動などについて意見を交換しています。

啓発活動 地域社会との対話

＊1： 会社の職位別に組織されてい
る自主組織

分野 実施事項

社会福祉

障がいを持つ方々との交流イベント（日本）
　福祉フェスティバル、農業体験、ウォークラリーなど
トヨタL&F製品の寄贈、無償貸与（世界各国）
クリスマスドネーション（世界各国）
就労移行支援事業所とパートナーシップ（アメリカ）P.63

青少年育成

モノづくり講座の実施（世界各国）
工場見学、職場体験の実施（世界各国）
小学校訪問ミニコンサートの実施（日本）
夢のプロジェクト（インド）P.63

環境保全

子ども達への環境プログラム実施（世界各国）
間伐材の有効利用に配慮したベンチの寄贈（日本）
地球温暖化防止に向けた植樹活動（世界各国）
クリーンアップ活動（世界各国） 
子ども達への環境啓発教育（ブラジル）P.63

分野 実施事項

地域貢献

伝統文化行事への協力（日本、インド、ドイツ）
地域ボランティア（日本、アメリカ）
　福祉施設の修繕、樹木剪定、公園整備など
防災・消防活動への協力（日本、アメリカ、ドイツ）
献血（世界各国）P.63

その他 チャリティコンサートの開催（日本）
災害支援、人道支援（世界各国）

当社およびグループ会社が行っている主な社会貢献活動

施設クリスマス会への協力（職制会） 地域懇談会

1社 6,769人
当社単独

活動費 638,969（千円）

30社 6,964人
国内主要連結子会社

活動費 38,622（千円）

69社 12,272人
海外主要連結子会社

活動費 323,754（千円）
100社 26,005人

総額1,001,345千円＊4

総合計

＊2： Kay Service Center。ハンディキャップを持つ成人が、地域社会で最大限の自立ができるようになることを支援する施設

＊3： Toyota Material Handling, Inc.（TMH）

　産業車両の販売・サービス会社であるTMHM-Bは、自治体の環境局と協力して、子ども達50名
を対象に、プラスチックごみを再利用した鉢に寄せ植えをする体験イベントを行いました。子ども
達は、プラスチック容器にうさぎの⽿や顔をつけてプランターをつくり、各々好きな花やハーブ
などを植えました。また、9月には、樹木や森林の保全の重要性について認識を広める環境啓発
講座を学校で実施し、生徒や先生60名が参加しました。

当社グループの活動事例

　Cascade では、障がいのある方が地域の中で働きがいや生きがいを持って、自分らしく暮らしていけるよう、就労移行支援
施設 Kay Service Center＊2と40年以上にわたって協業しています。施設メンバーは、Cascade 社員とともに生産のサポート
業務を担っており、障がいの有無に関わらず一緒に働き、交流することが彼らのより一層の成長につながっています。6月には
カスケード・コーポレート・ギビング・プログラムによる寄付も行いました。

　TIEIは、教育はすべての人の基盤であると考え「夢のプロジェクト」を進めています。行政
と連携し、老朽化していた小学校を新たに建て替え、デジタル化に対応したスマート教室や、環
境に優しい設備など、優れたインフラを整えました。11月29日には、地域住民、先生、生徒が
出席する中、正式に政府教育局に建物が引き渡されました。2024年度からは、教育の質向上
に向けて、先生の勉強会、子ども達の成長につながる取り組み（学習・スポーツ・文化活動など）
をサポートしていく予定です。これからも、行政や地域の方々と手を取り合い、子ども達の総合的
な成長の支援と地域社会の発展に寄与していきます。

　2023年度、当社および世界各国のグループ会社5ヵ国11社、1,034名が献⾎に参加しました。
私達は、献⾎の他、寄付、製品貸与、ボランティア活動を通じて⾚⼗字社に協力しています。
　TMH＊3では、⾚⼗字社と連携し新しい献⾎車両の開発から完成までを支援しました。この車両
は、同時に4人の対応が可能で、年間約600万ml の採⾎が可能です。また、感染症対策も考慮して
設計されており、環境に考慮してソーラーパネルも搭載した米国初の献⾎車両です。

■２０２3年度 社会貢献活動状況

新校舎引き渡し式

つくったプランターを手に喜ぶ子ども達

TMHが携わった新型献⾎車両

＊4 ： 2024年3月時点の豊田自動織機単独と
       主要子会社の連結ベースで集計

アメリカ 就労移行支援事業所とパートナーシップ Cascade Corporation（Cascade） 社会福祉

インド 夢のプロジェクト〜教育支援による地域の発展を目指して〜 Toyota Industries Engine India Pvt. Ltd.（TIEI） 青少年育成

ブラジル 子ども達への環境啓発教育 Toyota Material Handling Mercosur Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda（TMHM-B） 環境保全

世界各国 献血 地域貢献

地域社会との関わり
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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

ガバナンス体制

　当社は「基本理念」に基づき、誠実に社会的責任を果たすことで、社会から広く信頼を得て、長期安定的に企業価値を
向上させることを経営の最重要課題としています。事業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献することを基本に、株主や 
お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員などのステークホルダーとの良好な関係を築くことが重要と考えています。
  こうした考えのもと、経営の効率性と公正性・透明性を維持・向上するため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応で 
きる体制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適時開示などに取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実 
をはかっています。
　具体的には、以下の項目を基本方針として取り組みを進めています。
　1)株主の権利・平等性の確保に努めます。
　2)株主以外のステークホルダー (お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員など)との適切な協働に努めます。
　3)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
　4)透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
　5)株主との建設的な対話に努めます。

コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、基本理念のもと、誠実に社会的責任を果たすことで社会の信頼を獲得し、長期安定的な企業価値の向上を目指してい
ます。そのために、コーポレート・ガバナンスを一層充実させ、経営の効率性と公正性・透明性の維持・向上をはかっていきます。

1971年　事業部制の導入
2006年　取締役数のスリム化（30名➡︎17名）
　　　     執行役員制度導入
2010年　独立役員の指定
2016年　「役員人事委員会」「役員報酬委員会」を設置
　　　　　取締役数のスリム化（17名➡︎11名）
2017年　取締役会の実効性評価の実施
2019年　役員制度を改定し、役員数と階層を削減
2022年　取締役会構成の見直し（独立社外取締役が3分の1以上）
2023年　「役員人事委員会」「役員報酬委員会」を「役員人事・
　　　　　報酬委員会」に改組し、その委員長を独立社外取締役
　　　　　へ変更
2024年　チーフオフィサー（CxO）の設置
　　　　　女性取締役の就任

コーポレート・ガバナンス強化の取り組み

企業経営 技術開発・
生産

IT
デジタル

法務リスク
マネジメント財務会計 ESG グローバル業界の知見

自動車 繊維機械産車・物流
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役
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隅  修三
半田  純一
熊倉  和生
清水  季子
稲川  透
渡部  亨
水野  明久
友添  雅直

○
○
○
○
○

○
○

○
○
　

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○

○

○
○

○
○
○
○
○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

取
締
役

■取締役・監査役の経験・専門性マトリクス

経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名
経営陣幹部選任（解任を含む）、取締役・監査役候補指名に関する方針と手続き

独立役員の指定

ガバナンス体制

　取締役においては、経営全般における的確かつ迅速な意思
決定、適切なリスク管理、および業務執行の監視のできる
候補者を、監査役においては、財務・会計・法務に関する知見、
当社事業分野に関する知識、および企業経営に関する多様な
視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より候補者
を指名しています。経営陣幹部においては、業務執行におい
て、会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを
考慮しながら、適材適所の観点より選任しています。

　また、職責を十分に果たすことができない事由が生じた
場合には、解任を検討します。
　これらの方針に基づき、原案を検討し、取締役社長および
独立社外取締役を委員とし、委員長と委員の過半数を独立
社外取締役とする「役員人事・報酬委員会」において、意見の
交換および内容の確認を行った上で、取締役会に上程し、
決議しています。

　当社は、上場会社として、経営の公正性・透明性の確保に
努めています。東京、名古屋の各証券取引所による有価証券
上場規程に基づき、株主の皆様と利益相反の生じるおそれが

ないと判断した社外取締役3名および社外監査役2名を独立
役員として指定し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を
はかっています。

コーポレート・
ガバナンス
報告書へリンク推進体制

　当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる
重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行ってい
ます。社外取締役については、会社経営などにおける豊富
な経験や高い識見を有する方を選任しています。取締役会
において、グローバル展開する企業経営やモノづくりに
関する幅広い分野など、各々の経験や知見をもとに適宜意見・
質問をいただくなど、社外取締役の監督機能を通して、客観

的視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務
執行の適法性・妥当性を確保しています。一方で、ビジョン、
経営方針、中期経営戦略、大型投資などの経営課題や各事業
部門における重要案件については、取締役会での審議に
先立ち、社長、副社長、チーフオフィサー、監査役と議案に関
わる経営役員などで構成する｢マネジメント・コミッティ｣で、
さまざまな対応を協議しています。

（2024年6月11日現在）

監査役室

指示・監督

（指示・監督）
（統括）

報告

報告

提案

連携監査

監査
監査 会計監査

報告

報告

指示

選定・監督

付議・報告

付議・報告

再出発委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

サステナビリティ委員会

品質機能会議

生産機能会議

人事機能会議

業務執行会議

マネジメント・コミッティ

チーフオフィサー

本社機能統括

環境委員会

安全衛生委員会

輸出取引管理委員会

内部監査部門

選任・解任 選任・解任 選任・解任

役員人事・報酬委員会
（ 過半数が独立社外取締役 ）

〈ガバナンスを含む〉

意思決定・監督 監査

業務執行

会計監査人

等 等

全社横串で監査 /管理

監査役会
監査役4名

（うち独立社外監査役2名）

事業部・カンパニー
子会社・関連会社

各機能における重要課題の審議・共有

株 主 総 会

社　長

取締役7名
（うち独立社外取締役3名）

取締役会

現
場
対
話

　「業務執行会議」では、社長、副社長、チーフオフィサー、
経営役員などをメンバーとして、月々の業務執行状況の
報告・確認、事業・機能課題等の協議を行っています。
　また、品質、生産、人事などの各機能において課題を審議す
る機能会議や、コンプライアンス、リスク管理、サステナビリ
ティ、環境、安全衛生、輸出取引管理などの特定事項を審議
する委員会を設置し、それぞれの分野における重要事項や
テーマについても協議しています。
　なお、法規認証問題を踏まえ、再出発委員会を設置し、
再発防止の取り組みを推進しています。
　さらに、内部監査室を設置し、当社各部門および子会社への
監査を通じて、内部統制の維持・向上をはかっています。
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コーポレート・ガバナンス

取締役および監査役の報酬等の総額等

１．上記には、2023年6月9日開催の第145回定時株主総会終結のときをもって
退任した取締役2名（うち社外取締役1名）を含んでおります。

２．賞与は、2024年5月17日開催の取締役会決議の金額を記載しております。
３. 2010年6月23日開催の第132回定時株主総会決議により、監査役報酬額は
月額1,500万円以内と定められています。

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）

固定報酬
（基本報酬）

賞 与
（業績連動報酬）

取締役
（うち社外取締役）

350
(36)

91
(27)

442

216
(36)

91
(27)

308

133
(-)

-
（-）

133

8
（3）

4
(2)

12計

監査役
（うち社外監査役）

注

ガバナンス体制

取締役および監査役の報酬決定
取締役の個人別の報酬などの内容に係る
決定方針に関する事項
■ 基本的な考え方
　・公正性、透明性を確保しています。
　・業績向上や持続的成長へのインセンティブを重視し、

会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して
います。

■ 報酬の体系
　・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動

報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成してい
ます。

　・ただし、社外取締役などの業務執行を伴わない取締役は、
業務執行から独立した立場であることから、固定報酬
のみとしています。

■ 個人別の報酬額の決定方法
　・取締役社長、独立社外取締役より構成する「役員人事・

報酬委員会」を設置しています。
　・その客観性および透明性を確保するため、委員長と

委員の過半数を独立社外取締役としています。
　・「役員人事・報酬委員会」は、本方針、取締役の個人別報

酬案、その他報酬に関する重要事項について審議して
います。

　・取締役会は、「役員人事・報酬委員会」の審議結果を踏ま
え、本方針を決議しています。

　・取締役会は、個人別報酬額の決定を、柔軟かつ機動的に
行う観点から、取締役社長（もしくは取締役会長）へ
委任しています。

　・取締役社長（もしくは取締役会長）は、「役員人事・報酬
委員会」の審議結果を踏まえ、本方針に従って、取締役
の個人別の報酬額を決定しています。

■ 報酬の構成割合
　・社外取締役などの業務執行を伴わない取締役を除く取

締役の固定報酬と業績連動報酬（賞与および譲渡制限付
株式報酬）との比率は50：50を目安としています。ただ
し、当該連結営業利益額等の状況に応じて、上記と異な
る比率とすることを妨げないものとしています。

　・業績連動報酬のうち、賞与と譲渡制限付株式報酬との
比率は、70：30を目安としています。

■ 固定報酬、賞与(以上、現金報酬)、
    および譲渡制限付株式報酬の決定方針
    ［現金報酬］ 
 固定報酬と賞与を合わせた取締役の現金報酬の限度額

は、年額7億円以内（うち社外取締役分1.5億円以内）とさ
れています。

       ●固定報酬
       ・取締役の固定報酬は月額報酬とし、在任中、定期的に
        支給しています。
        ・個人別の報酬額は、他社水準を参考としながら、取締
        役の役位とその職責を勘案し、妥当な水準を設定し
       ています。
   ●賞与
   ・賞与は、各事業年度において当該定時株主総会の
       終了後、一定の時期に支給しています。
   ・賞与は、連結営業利益を指標とし、前事業年度の連結
        営業利益額に応じ役位毎に算定する業績連動報酬
      の合計額の70％を目安としています。ただし、当該取締
       役に譲渡制限付株式報酬を付与することが相当でな
     い事由がある場合には、業績連動報酬の合計額の
       100％としています。
   ・業績連動報酬の合計額の決定にあたっては、配当、従業
        員賞与水準、他社水準、過去の支給実績、職責と担当業
        務の遂行状況なども総合的に勘案しています。
     ［譲渡制限付株式報酬］
   ・譲渡制限付株式報酬は、各事業年度において当該定時
        株主総会の終了後、一定の時期に付与しています。
    ただし、当該取締役に譲渡制限付株式報酬を付与す
      ることが相当でない事由がある場合には、当該取締役の
      業績連動報酬の全額を賞与として支給するものとし、
       譲渡制限付株式報酬は付与しないものとしています。
   ・譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する報酬
      は金銭債権とし、その総額は、取締役の固定報酬、およ
       び賞与とは別枠で年額2億円以内、割り当てる株式の
        種類は普通株式（割当契約において譲渡制限を付した
        もの）を発行または処分、その総数は合計で年6万株以
        内（ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合また
     は分割（株式無償割当てを含む）によって増減した        

　 場合は、当該上限数はその比率に応じて調整される）

       〈第146回定時株主総会決議〉とされています。
   ・譲渡制限付株式報酬は、連結営業利益を指標とし、
        前事業年度の連結営業利益額に応じ役位毎に算定する
        業績連動報酬の合計額の30％を目安としています。
　　  ・譲渡制限付株式報酬の付与については、以下の内容を
      含む割当契約書の締結を条件とするものとしています。
         ■ 割当株式には割当日より3年から30年の間で取締役会

　　 が予め定める期間、譲渡制限を課し、当該期間の満了

　　　　をもって制限を解除するものとしています。ただし、任期

　　 満了、死亡、その他正当な理由により退任した場合、譲渡

　　 制限を解除するものとしています。

        ■ 譲渡制限期間中に法令違反その他当社取締役会が定め

　　 る事由に該当する場合、割当株式のすべてまたは一部を

　　 当社が無償取得することができるものとしています。

取締役会の実効性評価およびその評価
　当社では、取締役会の実効性に関し、社外取締役や監査役を
中心にアンケートやインタビューを実施し、加えて、その実効
性向上に向けた議論を行っています。それらの結果は以下の
通りです。

■ 評価
1）取締役会は、率直に意見を述べやすい雰囲気があり、建設的
　な議論が活発に行われている。
2）執行が抱えている課題、リスクなどが社外役員に対してもオー
　プンに開示され、健全な取締役会の運営がなされている。
3)重要案件については複数回にわたり報告・議論がなされ、決議
　までの間に十分に審議が尽くされることが定着しており、適切
　な意思決定や経営監督など、取締役会は有効に機能している。

■ さらなる実効性向上に向けた意見
1）コンプライアンスやリスクへの対応状況に関するモニタリ
　ングを引き続き、定期的に行っていくべき。

取締役会などの開催状況

会議体 開催回数/年 平均出席率

取締役会 99％（取締役および監査役）13回

14回 １００％（監査役）監査役会

　当社は、中長期的な企業価値向上に向け、市場ニーズを
先取りし、社会のお役に立つ商品・サービスの提供に取り
組 むとともに、資 本コストを意 識した経 営に注 力して
います。
　 具 体 的には、自 己 資 本 利 益 率（ROE）の 目 線として、
2026年～ 27年頃にROE６%の達成、また中長期的には
さらなる向上を目指し、収益性の改善、政策保有株式を含め

た保有株式圧縮による自己資本の圧縮、基盤投資に加え、
成長に向けたR&D、M&Aへの積極投資、配当および、機動
的な自己株式取得等の株主還元、市場との対話を柱とし
て、企業価値向上に取り組んでいきます。
　詳しくは以下をご参照ください。

2024年3月期決算説明会
プレゼンテーション資料へ
リンク

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

　このように、取締役会の実効性は担保されているとの評価を
受けた一方、引き続き、さらなる実効性向上に向けて取り
組んでいきます。

2）中長期的な成長に向けた事業や財務に関する戦略に加え、
　 M＆Aや投資に対する事後評価に関する報告を増やして

はどうか。
3）重要テーマに関しては、取締役会とは別に、各事業部門の
   執行トップを交え、ざっくばらんに議論する場があると

よい。

監査役の報酬等について
　監査役の報酬などは、固定報酬のみとしており、当社の定め
る一定の基準に従い、監査役の協議により決定しています。
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コーポレート・ガバナンス

保有の適否検証

議決権の行使

　毎年、政策保有株式について、保有のねらいおよび保有に
伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなどを取締
役会で検証しています。
　具体的には、毎年、主管部署への保有意義調査から保有意
義の低い銘柄を選定し、売却可否を検討するとともに、発行体

　投資先の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値
向上や、株主還元姿勢、コーポレート・ガバナンスおよび社会

政策保有株式/内部統制/サステナビリティ推進体制/人権の尊重

有価証券報告書

内部統制報告書

内部統制監査報告書統制内容改善

不備
検出

内部監査部門による
内部統制点検

各部門・連結子会社における内部統制活動
（統制の構築・運用）

監査法人による内部統制監査

内部統制評価のしくみ(J-SOX)

　当社は会社法に基づき、2006年5月に「内部統制の整備に
関する基本方針」（以下、「基本方針」）を取締役会で決議し、

各部門の年度方針や日常管理に織り込んだ上で、コンプライ
アンス、リスク管理、業務の有効性・効率性の徹底に取り組ん

政策保有株式

サステナビリティ推進体制

内部統制

　当社は、政策保有株式について、その保有の合理性が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としています。
一方、持続的な企業価値の向上をはかるため、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係維持・強化などの連携が
不可欠だと考えており、事業戦略上必要な株式は保有します。

政策保有株式に関する方針

の収益性の指標や資本コストと比べた投資リターンといった
定量的情報に基づく検証を実施しています。この検証の結果、
当社の基準を下回った銘柄については、保有意義を再検証し、
売却の方向で検討しています。
　2024年3月期は、２銘柄の売却を実施しました。

的責任の観点から議案ごとに確認して、議決権の行使を判断
しています。

サステナビリティ委員会（旧CSR委員会）

サステナビリティ
方針へリンク

監査役・監査役会
　当社における監査役は4名であり、常勤監査役2名と社外
監査役2名で構成しています。
　各監査役は取締役会に出席して適宜意見を述べると
ともに、常勤監査役はその他重要な会議への出席、取締役
などからの職務の執行状況についての報告、さらには本社、
主要な事業所および子会社への往査などを通じて経営状況の
監視、助言に努め、内部統制の維持・向上に寄与しています。
また、会計監査人や内部監査部門とも適切に連携しています。

　毎月開催する監査役会では、常勤監査役による監査実施
状況などの情報を社外監査役と共有するとともに、取締役
などから重要な事業の状況の報告、また、会計監査人から
監査上の主要な検討事項の内容および決定理由などの報告を
受けています。
　また、監査の方針および監査計画、会計監査人の監査の
方法および結果の相当性などの重要事項を協議・決定して
います。

でいました。しかし、エンジン国内認証問題の発生を受け、
原点に立ち返り、二度とこうした問題を起こさない会社とし
て再出発すべく、再発防止に向けた取り組みを進めるとと
もに、基本方針も見直すこととし、2024年4月に取締役会で
決議しました。
　当社は二度と過ちを起こさないために、間違いがあれば
気づき、立ち止まり、全社員で改善できる風土を醸成します。
また、リスクに適切に対応し最適な経営資源配分を行うため
の組織・体制を構築し、実際の業務執行の場においては、誠実
を貫き正しいモノづくりを行うため、そのプロセスの中に牽制
構造も含む問題発見と改善のしくみを組み込むとともに、
それを実践する人材の育成に努めていきます。
　そして、毎事業年度末に運用状況の評価を行い、必要に
応じてしくみの見直し、日常管理の徹底など、次年度に向けた
取り組みを確認します。
　さらに当社は、金融商品取引法（J-SOX法)に基づき、財務報
告の信頼性確保に向けた内部統制システムの構築と適正な

運用を行い、その整備・運用状況については、内部監査部門が
点検し監査法人による監査を受けています。その対象会社は、
豊田自動織機グループから、財務報告の信頼性におよぼす
影響の重要性を考慮して決定しています。2024年3月期
現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であ
ると判断し、内部統制報告書を2024年6月に提出しました。
なお当社の内部統制報告書については、監査法人から適正
である旨の監査報告が提出されています。

　当社では、「豊田綱領」（社是）および「基本理念」を実現して
いくことが、持続可能な社会への貢献であるとの認識のもと、

「豊田自動織機グループサステナビリティ方針（以下、「サス
テナビリティ方針」）」に基づく全社の取り組みについて、方向
性を決定し、活動計画の承認と実績の評価を行うことを目的
に、CSR委員会を設置し、活動を行っていましたが、サステナ
ビリティの活動に注力することを目的に、2024年4月1日付で

「サステナビリティ委員会」（委員長：リスク統括担当役員）に
改組しました。

　サステナビリティ委員会で、「CSR重要課題（マテリアリ
ティ）」をはじめとする、当社グループのサステナビリティ分野
の課題やリスクについて、審議・決定し、必要に応じ、取締役会
でも報告・審議しています。各部門や当社グループ各社は、
それらを具体的な活動に落とし込み、推進しています。

開催頻度 （原則）1回/年（及び必要な都度開催）

委員長 リスク統括担当役員

委員
会長、社長、副社長、事業部（室）長、事務統括、
人事担当役員、経理担当役員、環境担当役員、技監、
関係経営役員・執行職、常勤監査役、外部専門家

事務局

審議内容

リスク統括部

・CSR重要課題などのサステナビリティの活動計画、目標値
 （中期・年度）の承認、活動実績の評価
・ステークホルダーの声や世の中の動向を見据えたサステ
  ナビリティの方向性の決定
・サステナビリティ方針の見直し
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コーポレート・ガバナンス

人権デューデリジェンス
　当社グループの企業活動による人権への悪影響を特定、
予防、軽減するため、人権デューデリジェンスを実施してい
ます。
　法務省や経団連ハンドブック、外部評価機関による調査

項目などをベースに洗い出した当社グループの企業活動
に関する人権課題を人権推進チームで評価し、移民労働と
原材料調達を優先人権課題と位置づけ、活動に取り組んで
います。

主な取り組み
移民労働（外国人労働者における強制労働)に関する取り組み

原材料調達（鉱物）に関する取り組み

　外国人労働者の人権の保護や尊重への注目が高まる中、当社
では、日本国内の外国人技能実習制度における強制労働を優先
人権課題と考えています。
　送り出し国の仲介業者などを経由して技能実習生を受け入れ
る場合に、仲介業者などが技能実習生に法外な派遣手数料を
請求し、技能実習生が借金を抱え来日し、強制労働に陥るリスク
があることが社外の専門家などから指摘されています。
　当社は国内の連結子会社および主要なサプライヤーを対象
に、技能実習生の在籍状況調査および適正な運用の確認を目的
とした調査を定期的に実施しています。直近で実施した調査に
おいては、212社で技能実習生を受け入れ、送り出し国ではベト
ナムが最も多く全体の4割を占めていることがわかりました。
　連結子会社に対しては、ベトナム人技能実習生が請求された

　当社は、「OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物
の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・
ガイダンス」に基づき、「責任ある鉱物調達への対応方針」を
定めています。
　本方針のもと、武装勢力の資金源となる懸念や、児童労働・
強制労働・劣悪な環境下での労働といった人権侵害の懸念が
ある鉱物が含まれない調達活動を進めています。
　具体的な活動として、世界的に紛争鉱物の取り組みを主導

派遣手数料を調査し、ベトナム国内の法律で認められている
上限金額を超過して派遣手数料が請求された事案はないこと
を確認しましたが、今後はさらに、外国人技能実習生の強制
労働の原因となり得る派遣手数料請求の是正に向けた取り
組みを進めていきます。また、2023年度より「責任ある外国人
労働者受入プラットフォーム（JP-MIRAI）」＊1に参画し外部
ステークホルダーとも連携することで、外国人技能実習生が
相談できる窓口を整備しています。

しているRMI＊2の趣旨に賛同し、業界標準規格であるRMI
の調査票を用いたサプライチェーンにわたる鉱物調査・
デューデリジェンスを定期的に実施しています。
　2023年度は調査を依頼したサプライヤーの97％から調査
票を回収しました。この調査の結果、著しいリスクは発見さ
れませんでした。万一、サプライチェーン上で著しいリスクが
発見された場合には、取引先への是正要請などリスク軽減措
置を実施します。今後も取引先の皆様と協力し、サプライ

推進体制
　当社は、研究開発から調達、商品・サービスの提供に至る
当社グループの企業活動が、直接的または間接的に人権
に影響をおよぼす可能性があると認識しています。さまざま
な人権の課題に対応するため、「人権方針」のもと、人事を

主管として、リスク統括、調達、法務など関連する部門で人権
推進チームを設け、各部門での取り組みや人権に対する最新
の社会動向の共有、活動計画の策定などを行っています。

＊1 ： 民間企業・自治体・NPO・学識者・弁護士など
　　多様なステークホルダーが加盟、総会員数は700以上
　＜主な活動内容＞
　・ ポータルサイト・アプリを通じた生活や就労に関する
　　 情報提供（多言語対応）
　・ 多言語対応による相談窓口の提供
　・ 東京弁護士会紛争解決センターによる法廷外調停
　　メカニズムの提供

人権の尊重

人権方針
　人権に関するこれまでの取り組みをより一層推進すべきと
考え、当社は「豊田自動織機グループ人権方針」（以下、「人権
方針」）を策定しています。
　人権方針は、社外の有識者などの意見や情報提供を踏ま
え、CSR委員会（現サステナビリティ委員会）での審議・承認を
経て制定し、当社グループにおける人権に関する最上位の方
針として位置づけています。

賃金（最低賃金・生活賃金）、過剰・不当な労働時間、労働安全
衛生、社会保障、ハラスメント、移民労働・強制労働その他現
代奴隷、児童・若年労働、差別（人種・国籍・性別・LGBTQ+・
障がい者・部落など）、ダイバーシティ・エクイティ &インク
ルージョン、居住移転の制限（企業活動による地域住民の
立ち退きや従業員に対する転勤の強制）、結社の自由、テク
ノロジー・AIに関する人権問題、プライバシー、消費者の安
全と知る権利、表現の自由、先住民族・地域住民（地域住民
の健康、地域環境保全、土地の権利、水へのアクセス、騒音
抑制など）、環境・気候変動、知的財産権、腐敗行為、サプライ
チェーン管理、救済へのアクセスなど

　人権方針の中では、「国際人権章典」および「労働における
基本的原則及び権利に関する国際労働機関 （ILO）宣言」
などに規定されている国際的に認められた人権（強制労働・
児童労働の禁止、結社の自由、差別の排除など）を尊重
すること、また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を
支持し、実践に向けて取り組むことを宣言しています。

人権方針へ
リンク

「豊田自動織機グループ人権方針」がカバーする人権課題の範囲

豊田自動織機グループの人権尊重の推進フレームワーク
　当社は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえ
て定めた人権尊重の推進フレームワークに基づき、豊田自動
織機グループのビジネスに関わるバリューチェーン全体に
おけるすべてのステークホルダー（全従業員、サプライヤー、
ビジネスパートナー、先住民族を含む地域社会の人々、
お客様）の人権尊重の実践に取り組んでいます。

人権の尊重

　当社は「豊田綱領」（社是）に基づき、「住みよい地球と豊かな社会づくり」に取り組んでいます。今後も地球・社会の
調和のとれた持続可能な発展に貢献していくためには、法令遵守に加え、企業活動に関わるすべての人々の人権を
尊重することが不可欠であるとの認識のもと、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権尊重の取り組みを
進めていきます。

基本的な考え方

コミットメント

豊田自動織機
グループ
人権方針

人権への負の
影響の特定・評価 予防・軽減

苦情処理
メカニズム

人権デューデリジェンス

ステークホルダーエンゲージメント

教育・啓発活動

是正・救済

追跡調査
（モニタリング）

情報開示

71豊田自動織機レポート202470

https://www.toyota-shokki.co.jp/sustainability/item/Toyota_Industries_Group_Human_Rights_Policy_J.pdf


トップメッセージ エンジン国内認証問題と
再発防止に向けた取り組み 価値創造 事業の取り組み ESGの推進 企業情報・財務情報

コーポレート・ガバナンス

＞対象サプライヤーへの紛争鉱物確認率（単独） ： 97％

ステークホルダーエンゲージメント
　当社は、社内外のさまざまなステークホルダーとの対話を
推進しており、経営層や関係部門とともに今後の企業活動に
反映するよう努めています。
　2024年1月に開催したグローバル人事会議では、12ヵ国

対象 内容 ねらい

新入社員 新入社員研修
人権に関する知識の習得

人権に関する意識啓発

指導者としての
知識・人権感覚養成

管理者としての知識・
人権感覚養成、啓発活動支援

キャリア入社者研修

人権啓発外部研修
人権大学受講（指名者のみ）

人権啓発外部研修
基幹職研修

人権週間メッセージ伝達

新任GM研修
新任基幹職研修

キャリア入社者

新任管理職

関係会社
経営層／管理者

全従業員

新任EX級研修新任職制（班長）

人権啓発研修 ハラスメントについての研修

ステークホルダーとの主な対話手段

従業員………労使懇談会、労使協議会、相談窓口
株主・投資家…豊田自動織機レポート、公式ホームページ、ESG対話
取引先………調達方針説明会、相談窓口
地域社会……当社イベントへの招待、地域イベントへの参加、地域懇談会

対象 内容

ハラスメント撲滅の重要性理解、

不適切な言動例、職場で

よく起こるケースとその対応例

役員・幹部職
（約500人）

職制
（約1,700人）

グローバル人事会議

人権の尊重

賃金に関する取り組み
　当社は、賃金に関する法令を遵守し、あらかじめ労働契約
や就業規則で定められた賃金を、通貨で、直接社員に、全額＊4

を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払いを行っています。
その水準については、法令で定める最低賃金の遵守に加え、
社員とその家族が基本的ニーズを満たすために十分な生活

不安定雇用に関する取り組み
　当社の価値観を深く理解した高い能力を持つ人材を育成
するため、可能な限り雇用の安定化に取り組んでいます。
　また、有期雇用の人材については、外部環境や季節に伴う

賃金となるよう努めています。
　また、国内においては、正規社員と非正規社員の不合理
な待遇差がないよう同一労働同一賃金の考え方に基づき、
均等・均衡待遇を行っています。
＊4 ： 法令で定められた手続きを経た控除項目は除く

需要の変動に対応するため、各地域の労働法や慣習に基づき
適切な労働条件で雇用することに努めています。

是正・救済に向けた取り組み（苦情処理メカニズムの整備）
　当社グループでは従業員やサプライヤーなどがコン
プライアンスに関して通報・相談できる「内部通報窓口

（ヘルプライン）」を地域ごとに設け、弁護士事務所や、社外
のウェブサイトなどを通じて、ハラスメントや差別その他人
権に関わる問題の通報・相談を受け付けるとともに、人権
への影響を与えると特定された場合には、影響を受ける当事
者の救済を行っています。

　また、相談者情報の守秘義務や相談・調査協力による
不利益取り扱い禁止を定めており、相談者が安心して通報・
相談できる体制を整えています。
　2023年度はハラスメント・差別に関する通報・相談が
ありましたが、事実調査の結果、重大な影響をおよぼす人権
侵害の事例はなく、個別案件の状況に応じて適切に対処
しました。

教育・啓発活動

＊2 ： RMI （Responsib le Minera l s In i t iat ive） ：  世界で300以上の企業や
　  団体が加盟する紛争鉱物に関する取り組みを主導している団体
＊3 ： ホワイト製錬所 ： RMIが提唱する「責任ある鉱物保証プロセス
     （RMAP Responsible Minerals Assurance Process）」に適合した製錬所

「責任ある鉱物調達への対応方針」

責任ある
鉱物調達への
対応方針へリンク

金属別の製錬所デューデリジェンス結果

スズ タンタル タングステン 金 合計

ホワイト製錬所数＊3 64 34 32 90 220

チェーン全体で責任ある鉱物調達に取り組んでいきます。 

から24人の人事マネージャーが一堂に会する中、人権尊重を
テーマにグループディスカッションやプレゼンテーションを
実施し、当社グループとして重視すべき点などを議論・共有
しました。

児童労働に関する取り組み
　当社では、児童の教育機会を奪い、その発達を阻害するよ
うな早い年齢から仕事をさせる児童労働の禁止を「人権
方針」の中で宣言しています。

ハラスメントに関する取り組み
　当社はすべての従業員が安心して働ける職場を目指して
おり、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど、あら
ゆる形態のハラスメントや、個人の尊厳を傷つける行為を
認めません。 

　就業規則において15歳に満たない場合は採用しない旨を
定め、児童労働の防止に努めています。

　具体的な実施事項としては、就業規則に、ハラスメントの
禁止およびハラスメントを行った際の懲罰規定を明記し、

「社員行動規範」にハラスメント行為を含む、他人に不快感
を与える言動をしないことを明記しています。

　企業活動に関わるすべての人々の人権を尊重する企業
であり続けるために、行政、人権啓発団体が主催する講習
や、トヨタグループ各社との勉強会への参加に加え、経営
トップを対象とした連結子会社向けの研修会などを実施し
ています。また役員および全従業員に対し、人権全般に関す
る正しい知識を習得し、人権を尊重した行動を実践できる

よう教育や啓発活動を実施しています。新入社員研修や階層
別研修などに加え、人権週間の設定やeラーニングなどを
利用し、積極的な活動に努めています。またハラスメントに
おいては、役員・幹部職から職制に至るまで周知徹底の
ための教育を年に一度実施しています。    
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コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

独占禁止法遵守の取り組み
　独占禁止法については、当社の従業員が競合他社と接触
する場合の事前・事後の確認・審査を制度化し、独占禁止法
への抵触が疑われるような行為をしないよう周知しています。
さらに2015年度からは、独占禁止法遵守月間を設け、競合
他社との関係や取引先との適正取引（各種コスト上昇に
よる環境変化にも取引先と真摯に対話する必要性など）に

ついて関係部門に対する独占禁止法遵守の啓発を行って
います。
　また、国内外の連結子会社においては、各国・地域の法令
などに応じて、カルテルなどの独占禁止法の違反を防止する
ための教育・啓発に取り組んでいます。

内部通報制度による問題の早期発見・未然防止

コンプライアンス、法規認証、独占禁止法（カルテル、得意先・
仕入先との関係）、贈収賄防止、人権、ハラスメント、
安全行動、労働災害、メンタルヘルス、環境保護、機密管理、
交通安全、製造物責任、会計処理など

■eラーニングのテーマ例

社員行動規範
へリンク

社員行動規範の策定・教育周知の徹底
　当社は、コンプライアンス（贈収賄・腐敗、利益相反の禁止、
独占禁止法遵守など）、人権尊重、安全・健康、環境保全など、
従業員が守るべき行動を「豊田自動織機 社員行動規範」に
まとめ、役員および全従業員に配付し、集合研修などで周知
しています。国内外の連結子会社においても、各社の業種・
企業文化に合わせた行動規範（海外では Code of Conduct）
を策定し、年1回の教育・啓発を全社で実施しています。
　また、エンジン国内認証問題に関する特別調査委員会の
調査報告書にて「管理職の機能不全」の指摘を受けたことや
反省を踏まえて、2024年2月には管理者コンプライアンス研修
を新たに開設し、管理者層にコンプライアンス推進の役割や
職場マネジメントにおける双方向コミュニケーションに関する
実践的な研修を実施しています。今後は、事務・技術職のみな
らず技能職にも対象範囲を拡大していくことを検討中です。
　その他、当社および国内連結子会社の従業員のコンプライ
アンスに対する理解を一層深めるため、eラーニング教材を50
テーマ（2023年度に新たに「法規認証入門」および「独占禁止
法（得意先・仕入先との関係）」を追加）、コンプライアンスミニ

テストを48テーマ作成・配信し、自主的に学べる環境を整備
しています。

＞当社、国内連結子会社および海外連結子会社における
 社員行動規範教育・ 啓発実施率：100％

贈収賄防止の取り組み
　贈収賄についてはこれを禁止・防止するため2014年に

「贈収賄防止グローバルガイドライン」（腐敗指数の高い国で
は当該国の法律に準拠した国別の規程）を策定しています。
　また、当社グループの方針を社内外に向けてより明確に
するため、2023年3月には、「豊田自動織機グループ贈収
賄防止方針」をグローバルガイドラインの上位方針として

贈収賄防止方針
へリンク

行動規範

贈収賄防止方針

社員一人ひとりに配付されているカード。
社員行動規範へのQRコードや内部通報

窓口の連絡先などの情報を掲載。

コンプライアンス

　当社は、コンプライアンスを法規など定められたものだけでなく、倫理や社会常識を守ることも含むものとし、経営
トップのリーダーシップのもと、豊田自動織機グループ全体でコンプライアンスを推進していくことが重要と考えています。
　従来CSR委員会および下部組織のコンプライアンス分科会を設置して活動に取り組んできましたが、2024年4月
1日付でこれを改組し、新たに「コンプライアンス委員会」を連結グループ全体のコンプライアンス統括推進組織として
設置し、グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー (GCCO)を委員長として運営しています。具体的には、当社
グループ全体のコンプライアンス方針を策定し、重要なコンプライアンスリスクに関する情報（新法や法改正動向など）
その他、世の中の変化を把握し、適時適切な対応を行っていきます。また、認証法規や贈収賄・腐敗、独占禁止法違反を
含め、当社グループの重大な問題は速やかにGCCOおよびコンプライアンス委員会へ報告される体制を整えています。

基本的な考え方

＞当社グループの重大コンプライアンス違反件数：1件

策定し、各国・地域で周知啓発に
取り組んでいます。

　2024年2月、グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー（GCCO）の深川経営役員と直接コミュニケーション
をはかることができる「コンプライアンスオフィサー ホットライン」を開設しました。
　これは、既存の内部通報窓口とは別の、従業員の新しい相談窓口で、このホットラインを通じて、記名と匿名の
どちらでも、GCCOへ直接、コンプライアンスに関する相談ができるようになりました。記名式のホットラインでは、
GCCOが相談者に直接返信して
います。
　また、コンプライアンス意識
の 啓 発 のため、GCCOのコン
プライアンスへの思いを、コラ
ム「コンプライアンスの窓」とし
て配信しています。

コンプライアンス意識調査

　当社グループでは、従業員やサプライヤーなどがコンプ
ライアンスに関して、いつでも匿名で通報・相談できる
内部通報窓口（ヘルプライン）を地域ごとに設け、弁護士事
務所や社外の専用ウェブサイトなどを通じて通報・相談を
受け付けています。2023年度は、当社および国内外の連結
子会社において、労務管理・職場環境・倫理などに関する
通報・相談が245件寄せられ、そのうち74％が労務管理・

　当社では、従業員に対して定期的にコンプライアンス
意識調査を実施し、コンプライアンス活動の浸透度、社員
行動規範や内部通報窓口の認知度などについて実態把握
および改善を行うことで、より効果的なコンプライアンス

職場環境に関する内容でした。受け付けた案件は、社内
規程に基づいて、内部通報担当部署などが、通報者のプラ
イバシー保護と、通報者への不利益禁止を徹底して、事実
関係を調査し、対応しました。
　継続して内部通報制度の周知と改善を行い、問題の早期
発見・未然防止をはかることで、「社会からより信頼される
企業づくり」を目指します。

体制の構築に努めています。2024年4月1日以降は、従来
3年に一度実施していた意識調査について頻度を上げて
実施し、対象者の範囲を拡大して実施する予定です。

「コンプライアンスオフィサー ホットライン」の設置TOPIC

GCCOの深川博志さん

ホットラインイントライメージ

　記名式相談窓口
深川さんと直接やりとりを希望される方

　匿名式相談窓口
個人を特定されずに相談したい方

　コンプライアンスの窓
深川さんのコンプライアンスへの思いを配信中

コンプライアンスオフィサー ホットライン
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コーポレート・ガバナンス

リスク管理委員会

活動報告 決裁・指示

欧州・北米・中国

地域統括会社

海外連結子会社

社　内
国内連結
子会社

海外連結
子会社

情報セキュリティ会議リスク管理会議

リスク管理委員会下の情報セキュリティの推進体制

推進体制
　　「リスク管理委員会」（委員長 ： リスク統括責任者＊1）の下部
組織として「情報セキュリティ会議」（議長 ： ITデジタル推進担
当役員）を設置し、情報セキュリティリスクの低減に取り組んで
います。
　情報セキュリティ会議での取り組みを徹底するため、当社の
各部門で機密管理責任者＊2、機密管理推進者＊3を選任して
います。
　国内外の連結子会社へは、各地域で定期的にIT管理者会議
を開催し、社内外の事例および対策情報の共有や方針の展開
などにより、当社グループ全体でセキュリティレベルと意識の
向上に取り組んでいます。

１）法令遵守………………………情報セキュリティに関連する法令等を周知、遵守する。
２）安定した基盤の維持…………情報資産を適切に管理・保護し、また情報セキュリティに関する教育・啓発を継続的に行い、安定した
　　　　　　　　　　　　　　 経営基盤の維持に努める。 
３）安全な商品・サービスの提供… 商品・サービスの開発・設計・製造等、自社の事業活動において、情報セキュリティの対策を講じる
　　　　　　　　　　　　　 ことにより、 お客様や社会に対し、安全な商品・サービスを提供する。
４）情報セキュリティマネジメント…情報セキュリティを運用・管理するためのガバナンス体制を構築し、継続的な推進及び改善を行う。

　当社は「お客様や従業員、取引先などの個人情報、技術・営業に関わる情報は守るべき資産である」という認識に基づき、
情報資産の保護とその管理強化を推進することを目的として、情報セキュリティ基本方針を定めています。

基本的な考え方

情報セキュリティ基本方針

コンプライアンス/税務ガバナンス/情報セキュリティ

主なコンプライアンスオフィサー

Toyota Industries Management (China) Co., Ltd.

中国

Toyota Material Handling Europe AB
Andreas Lundh

欧州
Toyota Material Handling Mercosur 
Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda
Júlio César Macedo

ブラジル

Toyota Industries North America, Inc.
Kim Parker

米国
Vanderlande Industries Holding B.V.
Carl Messemaeckers

Vander lande社グループ

中国でのコンプライアンス責任者会議

税務基本方針
へリンク

税務基本方針
　当社は基本的な考え方のもと、「豊田自動織機グループ
税務基本方針」を策定しました。　
　社員行動規範に基づき適正な納税・税務対応を行うことを
目的として、会計・税務に関する研修やeラーニングなどを
通じて従業員に対する教育・啓蒙活動を必要に応じて行って
いきます。

税務ガバナンス

　当社グループは、「基本理念」に基づき、誠実に社会的責任を果たすことで、社会から広く信頼を得て、長期安定的に
企業価値を向上させることを経営の最重要課題としています。事業活動を行う各国・地域の税務関連法令などを遵守し
適正な納税を行うことにより、 社会への貢献と企業価値の維持および向上に努めます。

基本的な考え方

情報セキュリティ

当社グループでの取り組み
　当社の連結子会社では、コンプライアンス委員会（日本）
とコンプライアンスオフィサー（海外）を設け、当該組織・
責任者を中心に各地での自律的な活動を促進しています。
北米、欧州、中国、アジア・オセアニアの各地域では、定期的
なコンプライアンス会議を開催し、地域内での連携活動も
進めています。　
　2023年度に中国で、同国内の9社が参加するコンプライア
ンス責任者会議を開催しました。各社のコンプライアンス
活動や最新の法令動向などについて情報を共有し、中国での
コンプライアンス活動の振り返り・意見交換を実施しました。
会議後も、各社が相互に連携しながら活動を進めています。

＊1 ： リスク統括担当役員　　＊２ ： 各部門の部門長
＊３ ： 部門長が指名した部内の推進担当者
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コーポレート・ガバナンス

主な取り組み事例

新たな働き方への対応強化
　リモート勤務やクラウド利用の日常化などによって新たに
生ずるリスクへの構えとして、多様化した社内情報の持ち
出し経路をAIで監視するしくみを新たに導入しています。

情報セキュリティ意識の啓発強化
　各部門の業務に合わせたリスク管理を自律的に実施する
組織づくりに向けて、その活動主体となる機密管理責任者・
推進者向けに内容を拡充した教育を行っています。

また機密情報(個人情報含)の漏えいを未然に防ぎ、安全に
クラウドサービスを利用するためのルールや管理のしくみ
づくりを進めています。

想定される震災への対応
　当社は、大規模地震の発生による影響を重要なリスクとし
て捉え、事業継続計画「BCP」を策定しています。「人命第一、
地域優先、迅速復旧」を基本方針として、事前の備えである

「減災対策」、災害後の「初動対応」および「生産復旧」の3つの
対策に全社で取り組んでいます。

リスクマネジメント体制 リスクマップ

リスク管理委員会（旧CSR委員会）

リスク統括責任者 

各機能会議・委員会、
事業部・各部、国内外連結子会社

連携
リスク管理委員会事務局
（リスク統括部）

・重点リスクの審議・決定 
・活動状況の確認・フォロー

高低

大

影
響
度

小
発生頻度/顕在化レベル

重点リスク（9項目）

情報セキュリティ／リスク管理

リスク管理

　当社は、会社法に基づく「内部統制の整備に関する基本方針」に沿って、リスク管理に関する規程や体制の整備を
行っています。リスク管理については、次の項目を基本として取り組んでいます。

1.リスクの未然防止や低減への取り組みを日々の業務の中に織り込み、その実施状況をフォローすること。
2.リスクが顕在化した場合には、迅速かつ的確な緊急対応により、事業や社会への影響を最小化するための適切な

行動を徹底していくこと。

基本的な考え方

推進体制
　当社は毎年、品質、安全、環境、人事労務、輸出取引、災害、
情報セキュリティなどにおけるリスクの未然防止や低減への
取り組みを、各事業部および本社各部門の活動方針に織り
込み、推進しています。その実施状況については、機能別の
会議体で評価・フォローしています。従来、CSR委員会で全社
のリスク管理に取り組んできましたが、リスク管理の取り組
みをさらに強化するため、2024年4月1日付で新たに「リス
ク管理委員会」を設置し、リスク統括責任者（リスク統括担当
役員）を委員長として運営しています。
　リスク管理委員会で、全社に関わるリスクから特に重点と
なるもの（重点リスク）を洗い出し、各機能会議体での対策
や、複数の機能にわたる新たなリスクへの対策につなげる
活動を推進しています。

　こうした重点リスクへの対応を含め、各事業部および連結
子会社のリスク管理レベルの向上を支援するため、本社の
安全、品質、環境などの各機能部門は、連結子会社を含む
グループ全体的な視点で規則やマニュアルを制定し、業務
監査や現場点検などで確認・フォローを行っています。
　当社では、「リスク対応マニュアル」を整備し、平時のリスク
管理活動の他、リスクが顕在化した有事の際の初動として、
経営トップへ迅速に報告し、社会や事業活動への影響の大
きさを見極め、適切な対応で被害を最小化するための基
本ルールを定めています。内容については、事業や取り巻く
環境の変化を考慮して都度確認し、必要に応じて改訂して
います。

情報セキュリティマネジメント

グループにおけるガバナンス強化
　オールトヨタセキュリティガイドライン（ATSG）＊4に基づき、
当社および国内外連結子会社の情報セキュリティの取り組み
状況を年１回点検することにより、情報セキュリティレベルの
継続的な 維持・向上に努めています。
　また国内関係会社連絡会、サイバーセキュリティサミットの

情報セキュリティ監視とインシデント対応
　サイバー攻撃の早期検知と迅速な対応のため、当社グルー
プのパソコンなど全端末に対する24時間365日のセキュリティ
監視体制およびインシデント対応体制を構築しています。

また、脅威情報については国内外の連結子会社と共有し、各
社内での注意喚起を速やかに実施しています。

開催による取り組みの共有や、グループ会社への個別訪問・
対策支援の活動を通じて、すべてのグループ会社における
セキュリティレベルの均質化・高度化を推進しています。
＊4 ： NIST CSFやISO27000シリーズに準拠したトヨタグループでのセキュリティ
　　　ガイドライン。

＞重大インシデントの発生件数：0件

　また各従業員の意識向上のために、オリジナルのキャラ
クターを用いて各種のチャネルを通じた情報発信を継続して
行い、その理解・浸透をはかっています。

2023年度の取り組み

・サイバーセキュリティサミット開催
・内部情報漏えい検知システム導入
・クラウドサービス利用状況の確認
・システム企画でのセキュリティ対策盛り込み
・製品セキュリティ推進体制整備・法規制強化対応
・機密管理責任者・推進者教育の拡充
・キャラクターを活用した啓発情報発信
・セキュリティイントラネットリニューアル
・国内製造関係会社の個別訪問・対策支援
・国内関係会社向けセキュリティサービス拡充

啓発サイト“CyberNow”

拠点での教育

豊田自動織機レポート202478 79



トップメッセージ エンジン国内認証問題と
再発防止に向けた取り組み 価値創造 事業の取り組み ESGの推進 企業情報・財務情報

コーポレート・ガバナンス

３．新技術の活用
　臨海部に隣接する東知多工場と碧南工場では、地震や台風
に伴う津波や高潮などの災害リスクを抱えています。そのリス
クを少しでも低減するため、両工場ではさまざまな技術を活用
して対策を進めており、2023年度はドローンを導入しました。
災害時に上空から周辺の状況が広範囲に確認できるため、
次の対応が素早く、的確に判断できます。今後も、各工場に
おいて、新しい技術を活用しながら、それぞれの環境に必要な
備えを検討していきます。

防災に関わる人材育成の取り組み
１．防災対策総本部訓練
　全社を統括する防災対策総本部の重要な役割の1つとして、
社内外の被災情報集約、迅速な意思決定と全社への展開があげ
られます。2023年度は防災対策総本部を構成する本社各部門
に、有事の際に使用する非常用ネットワーク（モバイルルーター

や屋外ＷｉＦｉ）、を設置し工場内の電動車（HEV、BEV、FCバス）を
非常用電源として、実際に使用する機器操作訓練を実施しまし
た。今後も有事を想定し、いかなる場合でもスムーズに活動でき
るように訓練を実施していきます。

２．全社一斉防災訓練
　2022年度より訓練時間・範囲を拡大し、より実効性の高い
防災訓練を全社一斉で実施しています。
　刈谷工場では操業停止になった場合を想定し、会社が提供
する周囲の被災情報を確認して、帰宅または避難所待機を

選択する訓練を実施しました。訓練で確認した新たな課題の
改善を行い、ともに働く仲間やお客様のより一層の安全・安心
確保に向けて継続的に訓練を行っていきます。

東知多工場上空 ドローン飛行訓練

今後の取り組み
　近年、各地で風水害や地震が頻発しており、いつどのような
状況で被災しても、円滑な初動対応が取れること、防災対策
総本部機能の継続を可能とすることなどが重要だと考えて

います。この考え方に基づき、引き続き防災のしくみの実効
性向上に努めていきます。

図１ ： 自動運転フォークリフト

図2 ： 自動運転トーイングトラクター

推進体制と特許出願件数

産業車両の自動化技術の開発における知財活動

　当社は、繊維機械をはじめ、産業車両、自動車関連など
さまざまな分野に事業を拡げており、その事業の特性に応じ
た事業戦略に沿って、自社や他社の知的財産に関する情報な
どを、市場での当社の位置づけや競合関係を含めて総合的に
分析し、知的財産戦略を策定しています。
　社内の発明創出会議などで、守るべき技術領域を意識した
発明の発掘、創出を行うとともに、他社の知的財産侵害リスク

　当社は、2024年問題に代表される物流業界の人手不足・
労働力不足解消に向け、フォークリフト、トーイングトラクター
などの産業車両の自動化技術の開発に注力しています。
自動走行では、車両の自己位置を精度よく推定する技術が
求められ、一方、自動荷役では対象物（トラック、荷物、パレッ
トなど）の位置を正確に検知する技術が必要となり、それぞ
れの技術分野ですでに50件以上の特許出願を行い、権利
保護をはかっています。

　自動運転のフォークリフトおよびトーイングトラクターは、
それぞれお客様の倉庫・設備、空港施設において、実証試験を
実施しており（図1・2を参照）、そこで明らかになった実地走行
に基づく技術的課題の解決策を特許出願に結び付ける

の調査結果を、開発段階ごとの研究開発審査会で報告し、担当
役員が審査、承認する体制を整備しています。また、国内外の
開発拠点を持つ連結子会社とも連携し、当社グループ一丸となっ
た知的財産の資産形成、侵害リスクの回避に取り組んでいます。
　このような推進体制のもと、2023年度は、約700件の特許
を出願し、2024年3月末時点で、国内外で約5,700件の特許
を保有しています。

図3 ： 特許出願対象の自己位置推定の各種方式

誘導／ガイド式 自律式

磁気センサが
読み取って走行

スキャナで
自己位置を検知

取得データで
自己位置を推定

磁気誘導方式 レーザーリフレクタ方式 レーザーSLAM方式

リスク管理／知的財産活動

知的財産活動

　当社は、社是である豊田綱領の「研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし」に基づき、積極的な研究開発投資の
もと、その成果である発明やノウハウなどの知的財産の保護・活用を通じて、各事業の戦略に活かしています。また、国内外
で知的財産権を確実に取得し、侵害防止に努めるとともに、知的財産の保有を通じた企業価値の向上に取り組んでいます。

基本的な考え方

防災体制

工場対策本部
刈谷工場
大府工場
共和工場
長草工場・森岡事業所
高浜工場
碧南工場
東知多工場
東浦工場
安城工場
石浜工場

教育拠点

寮
保養所

関係会社

サプライヤー

重要施設

遠隔拠点
東京支社
トヨタL&Fカスタマーズ
センター東京
トヨタL&Fカスタマーズ
センター大阪
半田トレーニングセンター

ｅ-Ｌａｂ（情報システム拠点）

防災対策総本部（刈谷工場内に設置）

防災体制　有事の際には、初動対応から生産復旧へ迅速に移行でき
るよう、防災体制の強化に努めています。
　防災対策総本部は、本社機能部門で構成され、工場など
からの情報集約と、それを踏まえた全社の意思決定を行い
ます。

家庭の防災の推進・啓発
　2016年度より、災害時の自宅での被害回避をはかる家庭の
防災対策として、「家具の転倒防止・避難経路の確保、家族間の
連絡手段・集合場所の決定、防災備品・備蓄品準備」の3項目を
実施するよう、全従業員とその家族へ啓発を進めています。

　2024年1月1日に発生した能登地震を受けて、改めてともに
働く仲間に、事前準備の重要性を継続的に伝えていきたいと
考えています。

活動（図3を参照）を推進してい
ます。当社は、今後も引き続き、
自動化技術における知的財産
の戦略的な取得と活用を通じ、
競争優位性の確保に努めてい
きます。
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取締役

取締役
熊倉　和生

1985年 4月 トヨタ自動車（株）入社
2016年 6月 当社常務役員
2019年 6月 当社執行職
2020年 3月 当社執行職退任
2020年 4月 トヨタ自動車（株）調達本部副本部長
2020年 7月 同社調達本部長（現任）
2023年 6月 当社取締役（現任）

取締役（社外・独立）
清水　季子

1987年 4月 日本銀行入行
2010年 7月 同行高松支店長
2012年 5月 同行金融機構局上席考査役
2014年 6月 同行国際局審議役
2016年 7月 同行欧州統括役
2018年 4月 同行名古屋支店長
2020年 5月 同行理事
2024年 5月 同行理事退任
2024年 6月 当社取締役（現任）

1970年 4月 東京海上火災保険（株）入社
2000年 6月 同社取締役ロンドン首席駐在員
2002年 6月 同社常務取締役
2004年10月 東京海上日動火災保険（株）常務取締役
2005年 6月 同社専務取締役
2007年 6月 同社取締役社長
2007年 6月 （株）ミレアホールディングス
　　　　　　　（現東京海上ホールディングス（株））取締役社長
2013年 6月 東京海上日動火災保険（株）取締役会長
2013年 6月 東京海上ホールディングス（株）取締役会長
2014年 6月 当社取締役（現任）
2016年 4月 東京海上日動火災保険（株）相談役（現任）
2019年 6月 東京海上ホールディングス（株）取締役会長退任

取締役（社外・独立）
隅　修三

取締役（社外・独立）
半田　純一

1979年 4月 東亜燃料工業（株）入社
2002年 2月 ブーズ・アレン・ハミルトン日本法人 代表取締役
2005年 4月 （株）マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン  
　　　　　　 代表取締役社長
2005年 4月 東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員
2013年 6月 武田薬品工業（株） コーポレートオフィサー人事部長
2015年 6月 三井製糖（株） （現DM三井製糖ホールディングス（株）） 
　　　　　　   社外取締役
2015年  7月 （株）マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン
　　　　　    代表取締役社長（現任）
2016年 4月 東京大学大学院経済学研究科 特任教授 兼 同大学
　　　　　　 グローバルリーダー育成プログラム推進室
2022年 4月  同大学大学院経済学研究科非常勤講師
2022年 6月  当社取締役（現任）

取締役会長
寺師　茂樹

1980年 4月 トヨタ自動車工業（株）入社
2008年 6月 同社常務役員
2011年 5月 トヨタモーターエンジニアリングアンド　
　　　　　　  マニュファクチャリングノースアメリカ
　　　　　  （株）取締役社長兼COO
2013年 4月 トヨタ自動車（株）専務役員
2013年 6月 同社取締役・専務役員
2015年 6月 同社取締役副社長 
2017年 4月 同社取締役・副社長
2020年 4月 同社取締役・執行役員
2021年 1月 同社取締役・Executive Fellow
2021年 6月 同社Executive Fellow
2024年 4月 当社顧問
2024年 6月 取締役会長（現任）

取締役
大西　朗

1981年 4月 当社入社
2005年 6月 取締役
2006年 6月 常務役員
2008年 6月 常務執行役員
2010年 6月 専務取締役
2013年 6月 取締役社長
2023年 6月 取締役副会長
2024年 6月 取締役（現任）

取締役社長
伊藤　浩一

1986年 4月 丸紅（株）入社
1998年 6月 当社入社
2012年 6月 執行役員
2016年 6月 常務役員
2019年 6月 経営役員
2023年 6月 取締役社長（現任）

取締役、監査役、副社長・経営役員および執行職

コーポレート・ガバナンス

（2024年6月現在）

監査役

副社長・経営役員

執行職 赤塚　裕哉　　　     木全　春彦              小林　　博              大石　武彦          澤木　　 茂
樽谷　知二　　　　  淺尾　浩通　　　　   小島多重子　　　　  谷口　浩之          鈴木　　透
久保岡　崇　　　　   高木　博康　　　　  鈴木　直守　　　　  高橋　基樹          片江　健一

水野　陽二郎 川口　真広                枡岡　一成　　　　　 志水　敏彦                Brett Wood              若林　紀雄   

松田　裕昭                         熊澤　聡太郎　          水藤　　健　              深川 博志                  一条　　恒

 宮島　久典　　　　 　水谷　信也　　　　　 原　茎太郎 　            山崎　陽一郎 

監査役（社外・独立）
水野　明久

1978年 4月 中部電力（株）入社
2008年 6月 同社取締役　専務執行役員　経営戦略本部長
2009年 6月 同社代表取締役　副社長執行役員
　　　　　　 経営戦略本部長、関連事業推進部統括
2010年 6月 同社代表取締役社長　社長執行役員
2015年 6月 同社代表取締役会長
2016年 6月 当社監査役（現任）
2020年 4月 中部電力（株）取締役相談役
2020年 6月 同社相談役（現任）

監査役（社外・独立）
友添　雅直

1977年  4月 トヨタ自動車販売（株）入社
2005年 6月 トヨタ自動車（株）常務役員
2011年 4月 同社専務役員
2011年 4月 トヨタ モーター ノースアメリカ（株）上級副社長
2012年  6月 （株）トヨタモーターセールス＆マーケティング
　　　　　　  代表取締役社長
2015年 5月 中部国際空港（株）顧問
2015年  6月 同社代表取締役社長
2019年  6月 当社監査役（現任）
2019年  6月 中部国際空港（株）相談役
2021年 6月 同社特別顧問
2023年 6月 同社特別顧問退任

常勤監査役
渡部　亨

1983年 4月 当社入社
2016年 6月 経理部長
2017年  1月 経理部主査
2020年 6月 監査役（現任）

常勤監査役
稲川　透

1982年 4月 当社入社
2008年 6月 TMHG企画部長
2009年 1月 トヨタL&FカンパニーTMHG経営企画部長
2013年  1月 トヨタL&FカンパニーTMHG統括部長
2014年 6月 執行役員
2016年 6月 常務役員
2019年 6月 執行職
2021年 6月 監査役（現任）

副社長 経営役員

取締役、監査役、副社長・経営役員および執行職
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